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最終報告に当たって

１ 本研究委員会設置の目的

本研究は，中小企業金融における「会計」(具体的には，財務会計・管理会計・財務管理

の領域をいう)の機能を理論的かつ実務的に解明することを通じて，中小企業金融における

「会計」の役割期待を明らかにするとともに，これらの領域における諸課題およびそれら

の解決策を提示することを目的とする。

中小企業金融における「会計」の役割に関しては，実務的なアプローチは散見されるも

のの，研究者による理論的かつ体系的な研究実績はほとんど存在していない。また近年，

会計領域に関する実証研究が進展しているが，この領域に関する実証研究もそれほど進ん

でいない。他方，実務家の立場からすれば，日常の多忙な業務に取り組むことが優先であ

り，中小企業金融における「会計」の役割を理論的・実証的に解明することは二の次にな

りがちである。

とはいえ，実務に立脚した建設的な意見を欠いたまま日常業務を遂行するだけでは，中

小企業金融における「会計」の役割に関する議論や政策が実務を軽視したまま進行してし

まうおそれがある。中小企業金融における「会計」の役割を理論的に解明し，そのあるべ

き役割を提示することはわが国にとって喫緊の課題である。

課題研究委員会設置以後，約 2年間，個別の討議を繰り返すとともに，研究会において
は毎回委員全員が各テーマに即して専門の立場から発表を行い，顧問およびアドバイザー

から助言をいただきながら，白熱した議論を展開した。

２ 最終報告書の概要

かかる問題意識にもとづいて，当委員会の研究領域は，中小企業金融における，財務会

計・管理会計・財務管理という広範囲のテーマを扱い，かつ，理論と実務的を包含するも

のとなっている。そこで，最終報告においては，中小企業の金融政策における会計・財務

の位置づけを概観したうえで，中小企業金融における①会計の位置づけ，②決算書の信頼

性，③経営改善支援のあり方に３分類して，論点の整理を行った。最終報告書の体系・目

次・担当者は以下のとおりである。

最終報告にあたって

序章 中小企業の金融政策における会計・財務の位置づけ(坂本孝司)

第Ⅰ部 中小企業金融における会計・財務の位置づけ(リーダー 成川正晃)

第１章 中小企業金融における会計情報の役割(成川正晃)

第２章 金融検査マニュアルと金融機関の自己査定(平井正大)

第３章 金融機関の貸出審査(平井正大)

第４章 経営者保証に関するガイドライン(松﨑堅太朗)

第５章 事業性評価(松﨑堅太朗)

第Ⅱ部 中小企業金融における決算書の信頼性(リーダー 加藤恵一郎)
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第６章 中小企業金融と中小企業会計基準(古川忠彦)

第７章 中小企業金融と会計システム(古川忠彦)

第８章 中小企業金融における税理士の役割(上野隆也)

第９章 中小企業における決算書の信頼性(加藤恵一郎)

第Ⅲ部 中小企業金融における経営改善支援(リーダー 増山英和)

第 10章 経営改善計画(原田伸宏)

第 11章 モニタリング(増山英和)

参考資料 中小企業再生支援協議会制度(福島健人)

序章「中小企業の金融政策における会計・財務の位置づけ」では，わが国の中小企業の

金融政策における会計・財務の位置づけの動向を歴史的に考察し，各時代ごとの特徴を描

き出した。中小企業憲章(2010年 6月閣議決定)前までは，わが国の中小企業金融におけ
る会計・財務に関する取組みは一体性を欠くものであった。同憲章制定後は，一体的な取

組みが行われる傾向がみられるが，現状はなお多くの課題があることを明らかにした。

第Ⅰ部「中小企業金融における会計・財務の位置づけ」(第１章から第４章)では，中小

企業金融における会計の位置づけについて，理論と実務の両面から整理，分析した。第１

章では，大企業向けの金融市場におけるさまざまな制度設計が，中小企業を対象とした中

小企業金融の場では，どのような課題があるのかを考察し，その課題を克服するための中

小企業の作り出す会計情報の可能性に言及している。第２章と第３章では，地域金融機関

の実務におけて，金融検査マニュアルがどのように作用しているか，金融機関が行う信用

格付・自己査定の実務，定量・定性・事業性評価に基づいた貸出審査について公表可能な

内部資料にもとづいて解説を加えている。さらに，担保・保証人に過度に依存しない中小

企業金融に関して，「経営者保証に関するガイドライン」(第４章)および事業性評価(第５

章)から考察を加えた。

第Ⅱ部「中小企業金融における決算書の信頼性」(第６章から第９章)においては，中小

企業金融における喫緊の問題である「決算書の信頼性確保」を取り上げ，多方面から具体

的な仕組みを考察した。第６章および第７章では，財務経営力と資金調達力を高める会計

の活用との視点から，中小会計要領をはじめとする中小企業会計基準，会計システムに考

察を加えた。第８章では，税理士の役割に関して，月次巡回監査・会計参与・書面添付・

確定決算主義の各視点から検討を加えた。第９章では，これらの検討を踏まえて，わが国

における現状と課題の明確化を行った。

第Ⅲ部「中小企業金融における経営改善支援」(第 10章・第 11章および参考資料)では，
中小企業金融における経営改善支援のあり方とそこにおける会計・財務の役割および機能

を明らかにした。第 10章では，経営改善計画では，特に経営改善計画と会計・税理士の
関わりについて具体的に論考し，第 11章では，中小企業金融における経営改善支援のモ
ニタリングについて，その実務，３つの視点，金融機関との信頼関係の再構築の角度から

論究を行った。

研究の成果であるこの最終報告書が，この領域の研究を始める研究者にとっての体系的

な基礎資料と位置づけられるとともに，同報告が，中小企業金融における会計・財務の役

割を構想する契機となることを期待する。
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序章 中小企業の金融政策における「会計」の位置づけ

－その歴史的動向－

坂本孝司（愛知工業大学教授）

１ はじめに

わが国においては，全国の企業総数（個人事業者を含む）約 386 万企業の 99.7 ％以上
が中小企業であり 1 ，従業者数の約 70 ％が中小企業に勤務するなど，中小企業はわが国
の経済社会において大きな位置を占めている。中小企業憲章も，中小企業を「社会の主役

として地域社会と住民生活に貢献し，伝統技能や文化の継承に重要な機能を果たす。小規

模企業の多くは家族経営形態を採り，地域社会の安定をもたらす」，「国家の財産ともい

うべき存在である」と位置づけている（同「基本理念」）。

一般的に，中小企業は，大企業に比べて自己資本比率が低く 2 ，間接金融に依存する割

合が高いという特性がある。中小企業にとって金融機関との関係は格別に重要であり，ま

た，金融機関にとっても中小企業は格別に重要な取引先となっている。このような中小企

業金融において「会計」（ここで「会計」は，財務会計・管理会計・財務管理を含む領域

をいう）が果たすべき役割の大きさはいうまでもない。中小企業憲章はその「行動指針」

に 「中小企業向けの金融を円滑化する」との表題を掲げ，「中小企業の実態に則した会計

制度を整え，経営状況の明確化，経営者自身による事業の説明能力の向上，資金調達力の

強化を促す」と謳っている。

しかし，「中小企業金融における会計の役割」に関する基礎理論は未だに構築されてい

ない。中小企業金融の重要性，中小企業金融における「会計」の重要性に加え，中小企

業金融の機能不全がしばしば指摘されていることを鑑みれば，かかる基礎理論の構築は，

喫緊の課題であるといってよい
3
。そこで本章では，「中小企業金融における会計の役割」

に関する基礎理論を構築するため，「中小企業金融における会計」を巡る各種施策を，①

時系列的に，②金融行政・中小企業行政・その他の領域別に，かつ，③「会計」（ここで

「会計」は，主に財務会計をいう）・「財務管理」・「決算書の信頼性」という視点から分

類整理して，施策主体ごとおよび各時代ごとの政策の特性を明らかにする。

２ 中小企業の金融政策における「会計」位置づけ

図表序 -1 は，「中小企業金融と会計」を巡る歴史的な動向を一覧にしたものである。こ

こでは，戦後から今日に至るまでの各時代を，（Ⅰ）戦後の復興期から早期是正措置導入

（ 1998 年）前まで，（Ⅱ）早期是正措置導入（ 1998 年）からバーゼルⅡ導入（ 2007 年）前

まで，（Ⅲ）バーゼルⅡ導入（ 2007 年）から改正『中小・地域金融機関向けの総合的な監

督指針』（ 2011 年）まで，（Ⅳ）中小会計要領の公表（ 2012 年）から「日本再興戦略改訂 2014」

（ 2014 年）前まで，（Ⅴ）「日本再興戦略改訂 2014」（ 2014 年）から現在まで，という５つ



-4-

に区分して整理している。

図表序-1「中小企業金融と会計」を巡る歴史的な動向

（Ⅰ）戦後の復興期から早期是正措置導入（1998年）前まで
金融行政（旧大蔵省，旧金 中小企業行政（旧通産省，経 その他（中小企業団体，金
融監督庁，金融庁） 済産業省，中小企業庁） 融機関など）

1949 年 経済安定本部企業会計

制度対策調査会「中小企業簿記
要領」

【会計】

1953 年 中小企業庁「中小会社
経営簿記要領」

【会計】
1985 年 第三次商法改正におい

て中小企業の計算書類の監査等
が見送られる

1988 年 バーゼル規制（バーゼ

ルⅠ）合意

（Ⅱ）早期是正措置導入（1998年）からバーゼルⅡ導入（2007年）前まで
1992年 BIS規制（バーゼルⅠ）
適用
1998年 4月 早期是正措置導入

【会計】【財務管理】
2002 年 4月 金融監督庁の誕生 2002 年 6 月 「中小企業の会計

に関する研究会報告書」公表
【会計】

2003 年 6 月 「リレーションシ

ップバンキングの機能強化に関
するアクションプログラム」
【会計】【決算書の信頼性】

2004 年 経済産業省
「地域金融人材育成システム開発
事業」報告書

【財務管理】
2005年 中小企業庁
「財務管理サービス人材育成シス
テム開発事業」報告書

【財務管理】
2005 年 4 月 中小企業政策審議会企業制度部会「中小企業の会計
の質の向上に向けた推進計画」

【会計】【決算書の信頼性】
2005年 6 月 会社法に「会計
参与制度」が創設される

【会計】【決算書の信頼性】
2005年 8月 「中小企業の会計に関する指針」（中小指針）公表

【会計】

2005年 8月 日本税理士会連
合会が中小指針チェックリスト
を公表
【会計】【決算書の信頼性】

2006 年 4 月 中小指針採用企業に対する信用保証協会の中小企業会
計割引制度開始

【会計】【決算書の信頼性】
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2006年 4月 全国信用保証協

会連合会が中小指針チェックリ
ストを制定
【会計】【決算書の信頼性】

（Ⅲ）バーゼルⅡ導入（2007年）から改正『中小・地域金融機関向けの総合的な監
督指針』（2011年）まで

2007 年 3 月 各金融機関がバ
ーゼルⅡに基づく自己資本比率
を算出開始

【会計】【財務管理】

2008年 10月 緊急保証制度開始

2009 年 12 月 中小企業金融円滑
化法施行（2011 年 3 月 31 日まで
の時限措置）

【財務管理】
2010年 6月 中小企業憲章を閣議決定

中小企業政策について「地域経済団体，民間金融機関」等を含め「政府一体となって取
り組む」。「中小企業の実態に則した会計制度を整え，…，資金調達力の強化を促す」

【会計】
2010 年 12 月 31 日 中小企業金
融円滑化法 1 年延長（2012 年 3
月 31日までの時限措置となる）

【財務管理】
2011年 4月 金融監督指針公表

2011 年 5 月 「中小・地域金
融機関向けの総合的な監督指針」
を改正し，税理士等との連携を

提示
【財務管理】

2011 年 7 月 14 日 「監督指針」
で「経営者以外の第三者の個人

連帯保証を求めないことを原則
とする融資慣行の確立」を明記
2011 年 12 月 27 日 中小企業金

融円滑化法 1 年再延長（2013 年 3
月 31日までの時限措置となる）

【財務管理】

（Ⅳ）「中小会計要領」の公表（2012年）から「日本再興戦略 改訂 2014」（201
4年）前まで

2012年 2月 「中小企業の会計に関する基本要領」（中小会計要領）公表
【会計】

2012年 3月 中小企業政策審議会企業力強化部会「中間取りまとめ」

【会計】【財務管理】【決算書の信頼性】
2012年 3月 日税連が中小会
計要領チェックリストを公表

【会計】・【決算書の信頼性】
2012 年 4 月 信用保証料割引制
度の変更

【会計】・【決算書の信頼性】
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2012年 5月 7日 監督指針等

を改正し，中小会計要領等の活
用を明記

【会計】

2012 年 6 月 16 日 経済産業省
「“ちいさな企業”未来会議」の
「取りまとめ」公表

【会計】・【財務管理】・【決算書
の信頼性】

2012 年 6月 21日 中小企業経営力強化支援法成立

【会計】【財務管理】【決算書の信頼性】
2012年 8月 30日 中小企業経営力強化支援法に関する告示で

「信頼性のある計算書類等の作成及び活用の推奨」を明記
【会計】【決算書の信頼性】

2013年 1月 補正予算閣議決定 経営改善計画策定支援事業
【会計】【財務管理】

2013年 3月 全国信用保証協
会連合会が中小会計要領チェッ
クリストを制定

【会計】・【決算書の信頼性】
2013 年 3 月末 中小企業金融円 2013 年 3 月末 中小指針採用企業に対する信用保証協会の中小企業
滑化法終了 会計割引制度終了

2013 年４月 中小会計要領採用企業に対する信用保証協会の中小

企業会計割引制度開始
【会計】【決算書の信頼性】

2013年 12月「経営者保証に関するガイドライン」および同Ｑ＆Ａ公表

【会計】【財務管理】【決算書の信頼性】
2014年 4月 日本公認会計士
協会 監査基準委員会研究報告第

３号（監基報８００）公表
【会計】【決算書の信頼性】

（Ⅴ）「日本再興戦略改訂 2014」から現在まで

2014 年 6 月 24 日 「日本再興戦略改訂 2014」を閣議決定
「企業の財務面だけでなく，企業の持続可能性を含む事業性を重視した融資や，…に努めるよう，監
督指針や金融モニタリング基本方針の適切な運用を図る」
2014 年 9 月 平成 26 年度「金
融モニタリング基本方針」公表
事業性評価について「財務デー
タや担保・保証に必要以上に依

存することなく」とする。
2015年 6月 30日 「日本再興戦略改訂 2015」を閣議決定
「活用実績の公表等を通じたガイドラインの各金融機関における活用促進等の必要な措置を講じる」

「どういった事業者に積極的に経営支援の働きかけを強めることが有効か，判断の参考となる指標（ロ
ーカルベンチマーク）等を策定し共有する」

【会計】【財務管理】【決算書の信頼性】
2015年７月 3１日，12月 25

日「民間金融機関におけるガイ
ドラインの活用実績」公表
【会計】【財務管理】【決算書の

信頼性】
2015 年 9 月 平成 27 事務年度
「金融行政方針」公表

事業性評価について「取引先企
業について，財務内容等の過去
の実績や担保・保証に必要以上

に依存することなく」とする。
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2015年１２月７日 中小企業

庁「政府系金融機関におけるガイ
ドラインの活用実績」公表
【会計】【財務管理】【決算書の信

頼性】
2016 年 3 月 経済産業省「地域企
業評価手法・評価指標検討会」が

「ローカルベンチマーク」につい
て中間報告を公表
2016年5月24日 中小企業等経営強化法成 立

【財務管理】
＊太字ゴシック体かつスクリーンでの表記は，現在時点で有効な法規等であることを意味する。

＊【会計】は中小企業金融における会計の位置づけ，【財務管理】は中小企業金融における財務の位置

づけ，【決算書の信頼性】は中小企業金融における決算書の信頼性に関連していることを示している。

３ 「中小企業金融と会計」を巡るわが国の動向

3.1 戦後の経済復興期から早期是正措置導入（1998年）前まで

① 中小企業簿記要領と中小会社経営簿記要領

中小企業金融における「会計」に関する問題意識は， 1949 年に経済安定本部企業会計

制度対策調査会が公表した個人事業者向けの「中小企業簿記要領」および 1953 年に中小

企業庁が公表した法人企業向けの「中小会社経営簿記要領」にその萌芽が見られる
4
。中

小企業簿記要領は，その目的の１つに「融資に際し企業経理の内容を明らかにすることに

よって中小企業金融の円滑化に資すること」を（経済安定本部企業会計制度対策調査会

1949， 1 参照），中小会社経営簿記要領は，その目的の１つに「合理化や資金の借入に必

要な体制の整備」を挙げている（藤巻 1953， 1 頁参照）。（【中小企業金融における会計】）

② 第３次商法改正：中小会社の計算の適正性担保制度

1984 年５月に法務省から公表された「大小（公開・非公開）会社区分立法及び合併に

関する問題点」において，中小会社の計算の適正性担保制度が問題として提起されたが，

結果として改正案から「会計調査人調査制度」は除かれた。これ以後， 2005 年の会社法

創設に至るまで中小会社の計算書類の適正性を担保する仕組みは制度化されなかった。

3.2 早期税制措置導入（1998年）からバーゼルⅡ導入（2007年）前まで

① バーゼルⅠと早期是正措置

1988 年に合意された BIS 規制（バーゼルⅠ）は，日本においても 1992 年から本格適用

され，各金融機関は，自らの自己資本比率の向上に早急に取り組む必要が生じた
5
。監督

当局側も 1998 年 4 月から「早期是正措置 6
」を導入した。これによって各金融機関が行う
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自己査定において，融資先企業の決算書やそれに基づく財務データが大きな位置を占める

ことになった
7
。（【中小企業金融における会計】・【中小企業金融における財務管理】）

② 中小企業庁「中小企業の会計に関する研究会 報告書」公表

2002 年 6 月に中小企業庁は，中小企業の会計基準である「中小企業の会計に関する研究

会報告書」（以下，『報告書』という）公表した。『報告書』では，その「目的」を「資金

調達先の多様化や取引先の拡大を目指す中小企業が，商法上の計算書類を作成するに際し

て準拠することが望ましい会計のあり方を明らかにすることを検討の目的とする」として

いる（下線は筆者）。そして「判断の枠組み」として５点を掲げ，その第一に「計算書類

の利用者，特に債権者，取引先にとって有用な情報を表すこと」を挙げている（下線は筆

者）。ここで，中小企業にとって最大の資金調達先である金融機関が「資金調達先」およ

び「債権者」として位置づけられていることは明らかである。（【中小企業金融における

会計】）

③ 金融庁「リレバンの機能強化に関するアクションプログラム」

2003 年 6 月に金融庁から地域金融機関に「リレバンの機能強化に関するアクションプロ

グラムの記載要領」が示された
8
。この記載要領の「中小企業金融再生に向けた取組み」

において，次のような「新しい中小企業金融への取組みへの強化」が示されている。

さらに，この点に関する「記載事項および留意事項」には，以下のような記載がある
9
。

（【中小企業金融における会計】・ 【中小企業金融における決算書の信頼性】）

④ 地域金融人材・財務管理サービス人材の育成

2003 年に経済産業省は「地域金融人材育成システム開発事業」を立ち上げた。本事業

は，「地域の中堅・中小企業における財務・金融人材」のスキル向上のための教育プログ

ラムを開発するものである。本事業の報告書は 2004 年に公表された。続いて 2004 年には

中小企業庁が財務管理サービスを提供する人材（税理士等）を対象として「財務管理サー

ビス人材育成システム開発事業」を展開した。本事業の報告書は 2005 年に公表されてい

る。（【中小企業金融における財務管理】）

⑤ 中小企業政策審議会企業制度部会「中小企業の会計の質の向上に向けた推進計画」

2005 年 4 月に公表された中小企業政策審議会企業制度部会「中小企業の会計の質の向上

財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する融資プログラムの整備に向けて取組みを期待する。

一例としては，いくつかの地域銀行において展開されているＴＫＣのパソコン会計ソフトを導入してい

る企業向け専用の無担保融資制度等が考えられる
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に向けた推進計画」は，「固定的な融資関係は崩れつつあり，貸し手である金融機関にお

いては，企業の経営状況・将来性に応じた融資の必要性が唱えられる中，各種の金融関連

法制・手法が整備されつつある」（「１．中小企業をめぐる環境の変化」）とし，「こうし

た経済構造の変化の中で，中小企業が資金調達先や取引先の信頼を得ていくためには，質

の高い計算書類を整備し，それを積極的に開示することが必要となってくる」（「２．中

小企業の会計の質の向上の必要性」）として，「中小企業の会計の質の向上に向けた推進

計画」を公表した。（【中小企業金融における会計】【中小企業金融における決算書の信頼

性】）

⑥ 会計参与制度

2005 年 6 月に成立した会社法に会計参与制度が盛り込まれた。「計算関係書類の記載の

正確さに対する信頼」・「債権者の保護及び利便」という制度の趣旨からすれば，会計参

与制度が中小企業金融に果たす役割は格別に高いと考えられる 10。（【中小企業金融におけ

る会計】【中小企業金融における決算書の信頼性】）

⑦ 「中小企業の会計に関する指針」

2005 年 8 月に「中小企業の会計に関する指針」（以下「中小指針」という）が公表され

た。中小指針の設定主体は民間（日本税理士会連合会，日本公認会計士協会，日本商工会

議所および企業会計基準委員会）であるが，策定に当たって金融庁・中小企業庁・法務省

も関係していることはいうまでもない。中小指針では「資金調達先の多様化」に伴う「会

計情報」の役割を謳っている。（【中小企業金融における会計】）

⑧ 中小指針に関するチェックリスト

中小指針の公表に合わせて， 2005 年 8 月に日本税理士会連合会から「『中小企業の会計

に関する指針』の適用に関するチェックリスト」が公表された。（【中小企業金融におけ

る会計】【中小企業金融における決算書の信頼性】）

⑨ 信用保証協会の信用保証料の割引制度

2006 年 4 月に中小企業会計割引制度が創設された 11
。これに合わせて，全国信用保証協

会連合会から「『中小企業の会計に関する指針』チェック項目表」も公表された。この制

度は，「中小企業の会計の質の向上」を通じた中小企業金融の円滑化を目的とし，税理士

等が中小企業の計算書類が「中小指針」に準拠していることを確認することによって，信

用保証協会の審査コストの低減を期待している。（【中小企業金融における会計】・【中小

企業金融における決算書の信頼性】）
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3.3 バーゼルⅡ導入（2007年）から改正『中小・地域金融機関向けの総合的

な監督指針』（2011年）まで

① バーゼルⅡ

日本の金融機関は 2007 年 3 月決算からバーゼルⅡに基づいて自己資本比率を算出して

いる
12
。これに対応するため，各金融機関が行う自己査定および信用格付けにおいて，融

資先企業の決算書や財務データ，経営計画書が大きな位置を占めることになった。（【中

小企業金融における会計】・【中小企業金融における財務管理】）

② 中小企業金融円滑化法施行

2008 年 9 月にリーマンショックが日本を襲った。政府の「緊急保証制度」等の対策にも

かかわらず，多くの中小・小規模企業は収益の減少により，資金繰りが悪化した。このよ

うな状況に対応するため国は，中小企業金融円滑化法を 2009 年 12 月に施行させた。金融

庁は，同法の実効性を確保するため，検査マニュアルや監督指針を改正し中小企業金融の

円滑化のために，「実抜計画の提出」を条件にして，貸出金を貸出条件緩和債権に該当し

ないとする仕組みを案出した
13
。同法は 2011 年 3 月 31 日までの時限措置であったが，2012

年 3 月末まで一年間延長された。さらに金融庁は 2011 年 12 月 27 日付けで同法の最終延長

（ 2013 年 3 月末まで）を発表し，その具体策として「実現可能性の高い抜本的な経営再建

計画の策定・進捗状況の適切なフォローアップ」を掲げた。（【中小企業金融における財

務管理】）

③ 中小企業憲章

2010 年 6 月 18 日に閣議決定された中小企業憲章では，「 3 行動指針」の「その六 中小

企業向けの金融を円滑化する」で「中小企業金融における会計の重要性」を次のように定

めている（下線は筆者）。

中小企業憲章では，「中小企業政策」について，地域経済団体，民間金融機関等を含め

「政府一体となって取り組む」（同「基本原則」）とした（下線は筆者）。これによって，

以後の中小企業金融では，政策の「一体性」が強く意識されるようになった。（【中小企

業金融における会計】）

④ 改正「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」

2011 年 5 月 16 日付けで改正された「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」で

不況，災害などから中小企業を守り，また，経営革新や技術開発などを促すための政策金融や，起業，転業，新事業

展開などのための資金供給を充実する。金融供与に当たっては，中小企業の知的資産を始め事業力や経営者の資質を

重視し，動産担保や保証人への依存を減らす。そのためにも，中小企業の実態に即した会計制度を整え，経営状況の

明確化，経営者自身による事業の説明能力の向上，資金調達力の強化を促す。
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は，外部専門家である税理士等との連携を提示している 14。これは中小企業金融に，税理

士等の財務管理の知見を活用することを意味している。（【中小企業金融における財務管

理】）

⑤ 金融庁「中小・地域金融機関向けの監督指針」等

金融庁は， 2011 年 7 月 14 日付の「主要行等向けの総合的な監督指針」および「中小・

地域金融機関向けの監督指針」で「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを

原則とする融資慣行の確立」を明記し，民間の金融機関に対し，経営者以外の第三者の個

人連帯保証を求めないとする原則に沿った対応を求めた。

3.4 中小会計要領の公表（2012年）から「日本再興戦略改訂 2014」（2014年）

前まで

① 「中小企業の会計に関する基本要領」の公表

2012 年 2 月に「中小企業の会計に関する検討会」（中小企業庁と金融庁が共同して事務

局を担当）から公表された「中小企業の会計に関する基本要領」（以下「中小会計要領」

という）は４つの考えに立脚して作成されているが，その１つに「中小企業の利害関係者

（金融機関，取引先，株主等）への情報提供に資する会計」を掲げている（下線は筆者）。

（【中小企業金融における会計】）

② 中小企業政策審議会企業力強化部会「中間とりまとめ」

2012 年 3 月に公表された中小企業政策審議会企業力強化部会の「中間とりまとめ」は，

資金調達に関する「資金繰りの説明」・「会計の定着」・「決算書の信頼性」の必要性を説

いている
15
。（【中小企業金融における会計】・【中小企業金融における財務管理】・【中小

企業金融における決算書の信頼性】）

③ 日本税理士会連合会が中小会計要領のチェックリストを公表

2012 年 3 月に日本税理士会連合会は，「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関

するチェックリストを作成して公表した。これ以後，中小会計要領の適用に関するチェッ

クリストを活用した貸出を取り扱う金融機関が順次増加している
16
。（【中小企業金融にお

ける会計】・【中小企業金融における決算書の信頼性】）

④ 「信用保証料割引制度の変更」

2012 年 4 月に，中小企業の会計の質の向上を促す効果を高め，制度の適正化を図るため

に，中小企業会計割引制度に関して２つの変更が行われた
17
。（【中小企業金融における会

計】・【中小企業金融における決算書の信頼性】）
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⑤ 監督指針等の改正

2012 年 5 月 7 日に金融庁は，「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」などに 18，

「顧客企業が自らの経営の目標や課題を正確かつ十分に認識できるよう助言するにあたっ

ては，当該顧客企業に対し，『中小企業の会計に関する指針』や『中小企業の会計に関す

る基本要領』の活用を促していくことも有効である」との文言を追加し，金融検査マニュ

アルの（参考２）「中小企業に適した資金供給手法の徹底に係る具体的な手法例」にも「『「中

小企業の会計に関する基本要領』の普及」を追加した。（【中小企業金融における会計】）

⑥ 経済産業省「“ちいさな企業”未来会議」

2012 年 6 月 16 日に公表された経済産業省「“ちいさな企業”未来会議」の「取りまとめ」

では，「中小会計要領の活用を通じ，中小・小規模企業の財務経営力，資金調達力の向上

が期待される」，「今後，中小会計要領を更に普及していくため，決算書の信頼性確保の

観点から，税理士，公認会計士等の会計専門家による確認の仕組みについて検討するとと

もに，主として，以下のような普及策を積極的に講じていくことが必要である」としてい

る（下線は筆者）。（【中小企業金融における会計】・【中小企業金融における財務】・【中小

企業金融における決算書の信頼性】）

⑦ 中小企業経営力強化支援法

中小企業政策審議会企業力強化部会の「中間とりまとめ」を受けて， 2012 年 6 月 21 日

に中小企業経営力強化支援法
19
が成立した。同法は，「中小企業の新たな事業活動の促進

に関する法律」等の一部を改正する内容となっている。この改正によって，財務および会

計等の専門的知識を有する者（既存の中小企業支援者，金融機関，税理士・税理士法人等）

を経営革新等支援機関（以下「認定支援機関」という）として認定し，これらの支援機関

による支援事業を通じて課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い，中小企業の経営力

強化を図るものである。なお，認定支援機関としての認定は，税理士等は各経済産業局，

金融機関は各財務局によって行われることになっており，この点からも同法が経済産業省

・中小企業庁と金融庁を横断する施策であることが理解される。同法では「資金調達力」

を向上させるために，中小会計要領・中小指針の推奨，計算書類等の信頼性確保，財務経

営力の強化を求めている。（【中小企業金融における会計】・【中小企業金融における財務

管理】・【中小企業金融における決算書の信頼性】）

⑧ 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針」

中小企業経営力強化支援法の施行に伴い， 2012 年 8 月 30 日に告示された「中小企業の

新たな事業活動の促進に関する基本方針」（総務省，厚生労働省，農林水産省，経済産業

省，国土交通省）には次のような記載がある。さらに同告示には，国や地方公共団体に対
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しても「信頼性のある計算書類等の作成及び活用の推奨」として同様の記載がある（下線

は筆者）。ただし同告示を公布した省庁に財務省・金融庁は含まれていない。

（【中小企業金融における会計】・【中小企業金融における決算書の信頼性】）

⑨ 経営改善計画策定支援事業

2013 年 1 月に閣議決定された 2012 年度補正予算に経営改善計画策定支援事業が盛り込

まれた。本事業は， 2013 年 3 月末の中小企業金融円滑化法終了を前提として，中小企業経

営力強化支援法に基づく認定支援機関が，金融支援を必要とする一定の中小企業・小規模

企業者の依頼を受けて，経営改善計画などの策定支援を行うことより，これらの事業者の

経営改善を促進することを目的としている。さらに，多くの信用保証協会が，この「認定

支援機関による経営改善計画策定支援事業」に基づき，経営改善計画を策定しようとする

中小企業に対して計画策定のための補助事業を開始している。（【中小企業金融における

会計】・【中小企業金融における財務管理】）

⑩ 中小会計要領に対応した信用保証料割引制度創設

2013 年 3 月に全国信用保証協会連合会が中小会計要領チェックリストを制定した。そし

て 2013 年 4 月から，中小会計要領を採用する中小企業に対して，信用保証料率を割引く

制度が開始された 20。なお，本割引制度の開始に合わせて，従来実施されていた中小指針

採用企業に対する保証料率の割引は， 2013 年 3 月末の申し込みをもって終了された。（【中

小企業金融における会計】・【中小企業金融における決算書の信頼性】）

⑪ 「経営者保証に関するガイドライン」の概要

2013 年 12 月 5 日に「経営者保証に関するガイドライン研究会 21」から「経営者保証に

関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という）が公表された。借入れのある中小

企業のうち，８割超が個人保証を提供している（金融庁 2016， 4）。「ガイドライン」は，

決算書の信頼性，財務情報の適時適切な開示および財務内容等を条件として，経営者保証

を求めない中小企業金融制度を目指すものである。

⑫ 日本公認会計士協会の対応

2014（平成 26）年 4 月 4 日に日本公認会計士協会監査基準委員会は，「特別目的の財務

報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」（監査基準委員会報告書 800）

を公表した。これは，保証業務の専門家集団である公認会計士協会が，「経営者保証に関

認定経営革新等支援機関は，中小企業に会計の定着を図り，会計の活用を通じた経営力の向上を図るこ

とに加え，中小企業が作成する計算書類等の信頼性を確保して，資金調達力の向上を促進させることが，

中小企業の財務経営力の強化に資すると判断する場合には，「中小企業の会計に関する基本要領」又は

「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性ある計算書類等の作成及び活用を推奨すること
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するガイドライン」に積極的に対応したものと認められる。（【中小企業金融における会

計】・【中小企業金融における決算書の信頼性】）

3.5 『日本再興戦略 改訂 2014』（2014年）から現在まで

① 「日本再興戦略改訂 2014」

2014 年 6 月 24 日に閣議決定された「日本再興戦略 改訂 2014」は，「企業の財務面だけ

でなく，企業の持続可能性を含む事業性を重視した融資や，（中略，筆者）に努めるよう，

監督方針や金融モニタリング基本方針の適切な運用を図る」として，「事業性評価」を掲

げている。

② 平成 26 年事務年度「金融モニタリング基本方針」

平成 26 年事務年度「金融モニタリング基本方針」（ 2014 年 9 月）は，「事業性評価に基

づく融資」として「銀行等が財務データや担保・保証に必要以上に依存することなく，事

業の内容，成長可能性を適切に評価し，融資や助言を行うための取組みを検証」するとし

ている。

③ 「日本再興戦略」改訂 2015

2015 年 6 月 30 日に閣議決定された「日本再興戦略 改訂 2015」では，「経営者保証に関

するガイドライン」の活用について，「活用実績の公表等を通じたガイドラインの各金融

機関における活用促進等の必要な措置を講じること」とされた。これに伴い，中小企業庁

と金融庁から「ガイドラインの活用実績」が公表されている
22
。さらに「日本再興戦略

改訂 2015」では，「どういった事業者に経営支援の働きかけを強めることが有効か，判断

の参考となる指標（ローカルベンチマーク）等を策定し共有する」としている。（【中小

企業金融における財務管理】）

④ 平成 27 年事業年度「金融行政方針」

2015 年 9 月に公表された金融庁の平成 27 年事業年度「金融行政方針」では，平成 26 事

務年度の「金融モニタリング基本方針」を受けて，具体的重点施策である「③事業性評価

及びそれに基づく解決策の提案・実行支援」において，「取引先企業について，財務内容

等の過去の実績や担保・保証に必要以上に依存することなく」としている（同 13 頁）。

⑤ 中小企業等経営強化法

2012 年の中小企業経営力強化支援法を引き継ぐかたちで， 2016 年 5 月 24 日に中小企業等

経営強化法（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律）が成

立した。同法は，①各事業所管大臣が事業分野別ごとに生産性向上（経営力向上）の方法などを示
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した指針を策定する，②中小企業等は，自社の生産性を向上させるための「経営力向上計画」を経

営革新等支援機関の支援を得て作成し，各事業所管大臣の認定を受けた事業者は金融支援などの措

置が得られる，③経営革新等支援機関に対して，ローカルベンチマークの活用を求める，ものであ

る。

中小企業等経営力強化法は，経営力強化計画とローカルベンチマークという財務管理の知見を

採り入れている。なお，同法成立後も， 2012 年に改正された「中小企業の新たな事業活

動の促進に関する法律」の基本部分である「中小企業金融における会計」・「中小企業金

融における決算書の信頼性」という要請は引き継がれている。ただし，同法は金融庁との

直接的な関わりはない。（【中小企業金融における会計】・【中小企業金融における財務管

理】・【中小企業金融における決算書の信頼性】）。

４ まとめ

以上の歴史的な推移から，「中小企業金融における会計の役割」について以下の事実が

明らかになる。

① 各時代区分における特徴

各時代における施策は，それぞれ次のように特徴づけられる。

・ 「戦後復興期から早期是正措置導入（ 1998 年）前まで」は，戦後復興期の一時期を

除き「中小企業金融における会計・財務」に関する動きはほとんどなかった。

・ 「早期是正措置導入（ 1998 年）から「バーゼルⅡ導入（ 2007 年）前まで」は，主に

経済産業省および中小企業庁が「会計」および「財務管理」を中小企業金融に活用す

る施策を実施している。

・ バーゼルⅡ導入（ 2007 年）から改正『中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針』

（ 2011 年）までは，金融庁が主体となって，「財務管理」の手法を中小企業金融に活

用する施策を実施している。

・ 中小会計要領の公表（ 2012 年）から「日本再興戦略改訂 2014」（ 2014 年）前までは，

中小企業庁・経済産業省および金融庁が一体となって，「会計」・「財務管理」・「決算

書の信頼性」を中小企業金融に活用・導入する施策を実施している。

・ 「日本再興戦略改訂 2014」（ 2014 年）から現在までは，金融行政が「財務内容等の過

去の実績」に依存しない「事業性評価」を求め，政府は，「経営者保証に関するガイ

ドライン」や「ローカルベンチマーク」の活用を広く要請している。中小企業等経営

強化法（ 2016 年）は，経営力強化計画とローカルベンチマークという財務管理の知

見を活用するものである。

② 金融行政の取組み
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バーゼル規制導入以後，各金融機関が行う自己査定や信用格付において，融資先企業の

決算書や財務データが大きな位置を占めることになった。さらに金融行政は，リーマンシ

ョック以後，融資先企業の経営改善支援などに財務管理領域の知見を活用する施策を講じ

ている。しかし金融行政は，「中小企業の会計ルール」の策定や「決算書の信頼性」に関

しては受け身の姿勢を保ち続けてきた。さらに 2014 年以後，「財務データや担保・保証に

必要以上に依存しない」という立場から「事業性評価」を推進している。

③ 中小企業政策の取組み

中小企業行政は，中小企業の財務経営力および資金調達力の強化という視点から，「中

小企業向けの会計ルール」の策定や「財務管理手法」の活用を積極的に行い，「決算書の

信頼性」についても既存の制度（税理士法による書面添付制度，会計参与制度，中小会計

要領等のチェックリストなど）を積極的に活用している。中小企業行政は，金融庁や各種

団体（中小企業団体や日本税理士会連合会など）を取り込む形で「積極的に」政策の実現

を図っている。

④ 一体性を欠く取組み【「中小企業憲章」制定（ 2010 年）前まで】

中小企業金融では「会計・財務」に関してさまざまな取組みが展開されてきた。しかし，こ

れらの取組みは， 2012 年に「中小会計要領」が公表されるまでは，その目的・趣旨・立場などの

相違により，かつ，担当する省庁間の壁（縦割り行政）もあって，一体性を欠くものであった。

⑤ 一体的な取組み 【「中小企業憲章」制定（ 2010 年）以後】

中小企業憲章（ 2010 年 6 月閣議決定）は，「中小企業政策」について「政府一体となっ

て取り組む」（同「基本原則」）としている。これ以後，金融行政，中小企業行政および中

小企業団体等は，中小企業金融における「会計・財務」に関する取組みを 「一体的」に行う

傾向がみられる。その具体的な例が，「中小会計要領」（ 2012 年 2 月），中小企業経営力強

化支援法（ 2012 年 6 月），「経営者保証に関するガイドライン」（ 2013 年 12 月）である。

しかし，中小企業等経営強化法（2016 年 5 月）は金融行政との直接的な関わりがなく，中小企業

憲章（ 2010 年 6 月）以後構築されてた中小企業金融における「一体的取組み」が維持されるか

否かが問われる。

⑥ 今後の課題

「事業性評価」と「財務評価」の関係，「事業性評価」におけるローカルベンチマーク

の位置づけ，中小企業金融における「中小会計要領」や「経営者保証に関するガイドライ

ン」の今後の具体的な推進策，中小企業金融における「決算書の信頼性」確保の仕組み，

中小企業金融における金融行政と中小企業行政の「一体的な取組み」の強化など，中小企業

金融における「会計・財務」の役割に関して，未だに多くの政策課題・研究課題が存在している。



1 「中小企業」の定義は、中小企業基本法第 2 条で規定されている。

2 わが国法人企業の資本金別自己資本比率は次のとおりである。

年度 ２０１0年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年
資本金区分

10億円以上 42.8 42.2 42.7 43.4 44.6

1億円 ～ 10億円 34.8 34.5 37.9 37.8 38.1

1,000万円～ 1億円 31.8 30.7 33.7 34.6 35.0

1,000万円未満 5.7 7.6 12.2 14.8 17.0

（注） １. 自己資本比率＝｛（純資産－新株予約権）/総資本｝× 100

出所：財務省：法人企業統計調査結果(平成 26年度)：平成 27年 9月 1日公表

3 「中小企業金融における会計・財務の役割」に関する研究を欠いたために，多くの識者に，

①金融機関は，担保や保証人に依存する融資をしているため，実態的には決算書(会社法

上の計算書類)を必要としていないのではないか，②一部の中小企業は，決算書を作成して

いないのではないか，③たとえ決算書を作成していたとしても，その信頼性は著しく低いの

ではないか，という誤解を植え付けてしまった。

4 これら２つの中小企業向けの会計基準は、 1949 年から導入された青色申告制度(記帳を前

提とした申告納税制度)の推進が主たる目的であったともいわれる。

5 BIS 規制は、国際業務を行う銀行の自己資本比率に関する国際統一基準のことであり，バ

ーゼル合意ともいう。BIS は国際決済銀行(BIS：Bank for International Settlements)のことである。

6 早期是正措置は，金融機関の経営の健全性を確保するため，監督当局が客観的な基準であ

る自己資本比率を用いて，必要な是正措置命令を迅速かつ適切に発動していくことで，金

融機関の経営の早期の是正を促すものである。

7 自己査定とは，金融機関が自らの決算に際し、資産に対する貸倒引当金を算定するために

債権の状況を検討することである。具体的には、融資先企業の返済能力を判定して債務者

区分を行う。

8 これは、 2003 年 3 月に金融庁が「リレバンの機能強化に関するアクションプログラム」を発

表して，地域金融機関に同年 8 月末を期限として「リレバンの機能強化計画」の報告を求

めたことによる。

9 TKC のパソコン会計ソフトは、「一度入力した会計データについて、後から遡って修正・訂

正・削除・追加等の処理がされた場合には，それら一連の処理の痕跡がすべて記録され

る」ことが保証されており，これを評価した多くの金融機関が TKC のパソコン会計ソフト

を導入した企業向けの融資商品を開発・提供している。

10 実際に多くの金融機関において，会計参与設置会社に対する融資商品が開発されている。
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11 この制度は、中小指針に準拠して作成される中小企業の計算書類について，税理士等(税理

士，税理士法人および公認会計士)により中小指針への準拠が確認されたチェックリスト

が提出された場合において，信用保証協会の保証料率が 0.1％の割引が認められるという

ものである。

12 バーゼルⅡとは，国際決済銀行(BIS)が国際業務を営む銀行に対して要求する新しい自己資

本規制であり，銀行が抱えるリスク額に対して最低８％(国内基準は４％)の自己資本を確

保するよう義務づけている。

13 具体的には監督指針の貸出条件緩和債権を次のように改正している。

債務者が実現可能性の高い抜本的な経営改善計画を策定していない場合であっても，債務者が中小企業

であって，かつ，貸出条件の変更を行った日から最長一年以内に当該経営改善計画を策定する見込みが

あるときには，当該債務者に対する貸出金は当該貸出条件の変更を行った日から最長一年間は貸出条件

緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない。

14 企業のライフステージを５区分し，「経営改善が必要な企業」・「事業の持続可能性が見込ま

れない企業」・「事業承継」に関して，外部専門家である税理士等との連携を掲げている。

15「中間とりまとめ」は，以下のような提言をしている。

中小企業に対する経営支援

中小企業の財務経営力の強化

戦略的経営力の強化でとりわけ必要なのが，財務基盤の強化であり，そのための資金調達である。その

際，金融と経営支援の一体的取組みを推進していくことが重要であるが，その前提として，中小企業が

自らの経営状況を把握し，金融機関への資金繰り等の説明を的確に行っていくことが不可欠である。

中小企業に会計の定着を図り，会計の活用を通じた経営力の向上を図ることに加え、決算書の信頼性を

確保して，資金調達力の向上を促進させることが重要である。

16 中小企業庁ホームページで「中小会計要領の適用に関するチェックリストを利用した金融

商品を取り扱う金融機関を紹介しています」が公表されている。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/sien/kinyukikan.htm

17 それは，①チェックリストの全 15 項目すべてが中小指針に準拠していることをもって会計

割引制度が適用されること，②中小指針に準拠している旨の記載があるにもかかわらず、

故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は，会

計割引制度の利用を認めないことである。

18 その他，「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく

金融監督に関する指針（コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体

的な役割）」および「金融検査マニュアル」。

19 同法は，中小企業の経営力の強化を図るため，「中小企業の支援事業を行う者を認定し、そ
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その内容は日本税理士会連合会ＨＰ参照。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/sien/kinyukikan.htm


20 中小会計要領に従って計算書類を作成している旨の税理士等による確認書類を信用保証協

会に提出すると，保証料率が 0.1％割り引かれる。

21 同「研究会」は，中小企業団体および金融機関等からなり，金融庁，財務省，農林水産省，

法務省，経済産業省，中小企業庁がオブザーバーとして参画している。

22 中小企業庁は、「政府系金融機関におけるガイドラインの活用実績」を取りまとめて公表し

ている。同資料(2015 年 12 月 7 日公表)によれば、平成 26 年 2 月から平成 27 年 9 月末まで

の実績新規融資件数 84,624 件のうち，経営者保証に依存しない融資の割合は 22%となって

いる(http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/151207keiei.htm)。金融庁も，「民間金融機関に

おけるガイドラインの活用実績」を取りまとめて公表している。同資料(2015 年 12 月 25 日

公表)によれば、平成 27 年 4 月から 9 月までの実績新規融資件数 1,789,367 件のうち，経営

者 保 証 に 依 存 し な い 融 資 の 割 合 は 1 1 . 4 3 %と な っ て い る

(http://www.fsa.go.jp/news/27/ginkou/20151225-7/01.pdf)。
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金融庁．2016．『円滑な資金供給の促進に向けて』．

経済安定本部企業会計制度対策調査会． 1949．『中小企業簿記要領』．

坂本孝司． 2015．『中小企業の財務管理入門－財務で会社を強くする』中央経済社．

藤巻治吉．1953．『中小会社経営簿記要領』税務経理協会．
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の活動を後押しするための措置」及び「中小企業の海外展開を促進するため，中小企業の

海外子会社の資金調達を円滑化するための措置」を講じている。

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/151207keiei.htm
http://www.fsa.go.jp/news/27/ginkou/20151225-7/01.pdf
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第 1章 中小企業金融における会計情報の役割 

 
成川正晃（東北工業大学）  

 
１ はじめに 

 
 2014 年版中小企業白書によると，全国企業数 386.4 万者のうち，中小企業 1は，385.3
万者（99.7％）であり，全国従業者数 4，614 万人のうち，中小企業で 3，217 万人（69.7％）
を占めている（中小企業庁  2014）。日本経済における中小企業のプレゼンスの高さ 2の証

左であり，ここに研究対象として中小企業を取り上げる意味もある。このような中小企業

における会計を俯瞰する際には，2 つの制度的 3な動きが指摘できる。2005 年 8 月に「中
小企業の会計に関する指針」（以下「中小会計指針」という）が，日本税理士会連合会，日

本公認会計士協会，日本商工会議所，企業会計基準委員会より公表された。また，2012
年 2 月には，「中小企業の会計に関する基本要領（以下「中小会計要領」という）」が，中
小企業庁，金融庁により公表された。「中小会計指針」や「中小会計要領」の公表により，

中小企業会計に関する関心が高まってきているということもできる。これはある意味で，

大企業向けの会計制度と中小企業向けの会計制度が並存する時代を迎えているということ

でもある。  
 会計制度面だけでなく，金融市場における大企業と中小企業との違いに目を向けると，

一般的に大企業は財務基盤 4 が強いのに対して中小企業では財務基盤が弱いとか言われる

ことも多い。このようなことから，中小企業金融 5 における，金融機関の中小企業向けの

貸し出しはリスクが高いとか，高リスクゆえに，大企業向けに較べて高い金利でしか貸し

出しができなかったり，あるいは貸し出し不能になったりするケースが多いとも言われる

こともあった。これは，やはり大企業向けの金融市場とは微妙に異なる中小企業向けの金

融市場が存在していることの証左である。  
 このような中小企業金融における，会計情報の役割を明らかにし，可能ならば制度的な

提言を行いたいというのが，本章での大きな意味での目標となる。そこで，研究手法とし

て，隣接学問領域としての金融市場論の整理を援用していく。大企業向けの金融市場にお

ける様々な制度設計が，中小企業を対象とした中小企業金融の場では，どのような課題と

して表出し，その課題を克服するための中小企業の作り出す会計情報の可能性に言及しよ

うとするのが具体的な目標となる。  
 
２ 中小企業金融の特徴としての間接金融 

 
 2005 年の中小企業白書（中小企業庁  2005）によると，従業員規模が小さい企業ほど資
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金調達を借り入れに依存しており，自己資本比率が低いことが指摘されていた。また，資

本金別では，2015 年に財務省より公表された「法人企業統計調査結果（平成 26 年度）」
によると，以下のようになる。  
 

図表 1-1 自己資本比率（金融業，保険業を含む）の推移 
                                       （単位：％）  

      年度  

区分  

2010 

(平成 22) 

2011 

(平成 23) 

2012 

(平成 24) 

2013 

(平成 25) 

2014 

(平成 26) 

全 産 業  17.7 17.7 18.5 19.0 19.4 

資 本 金 別       

1 0 億 円 以 上  15.1 15.2 15.4 15.8 16.4 

1 億円〜 1 0 億円  29.1 28.9 31.9 31.8 32.6 

1， 000 万円〜 1 億

円  
30.1 29.4 32.3 33.8 34.0 

1， 0 0 0 万円未満  4.8 8.0 12.3 14.2 16.6 

（注） 1．自己資本比率＝｛（純資産 −新株予約権） /総資本｝×100 

   2．全産業（金融業，保険業を含む）については，平成 21 年度年次別調査から，日本郵政（株），

郵便事業（株），郵便局（株），（株）ゆうちょ銀行，（株）かんぽ生命保険及び（株）商工組合

中央金庫を含んだ計数となっている。なお，平成 24 年 10 月 1 日付で郵便事業（株）と郵便

局（株）が合併し，日本郵便（株）となっている。  

                               出所：財務省 2015， 13 第 14 表。 

 
 図表 1-1 からも明らかなように，中小企業の中でも，特に零細企業とでも言える資本金
1，000 万円未満の企業では自己資本比率は低い 6ことがわかる。一方，中小企業のうちで

も，比較的自己資本比率が高い，資本金が 1，000 万円〜 1 億円の企業でも 34.0％であり，
依然間接金融に依存している体質がうかがえる。  
 そこで本章では，中小企業金融における間接金融に絞って議論を行うものとする。  
 
３ 金融市場における情報の非対称性 

 
 金融市場には，資金の貸し手と借り手が存在する。貸し手は金融機関であり，借り手は

企業である。貸し手と借り手の情報がお互いに完全に入手できると想定すれば，適切な条

件で資金融資が行われると考えられる。たとえば，今，市場に健全な中小企業と不健全な

中小企業が存在すると仮定する。この時，金融機関が入手する情報と企業側が提供する情

報に関して，両者が同じ情報を共有できているケースを想定する。健全な中小企業は不健

全な中小企業よりも有利な条件で取引を行えるであろうし，不健全な中小企業は健全な中

小企業と比較すると，不利な条件でしか取引を行うことができない。このような状況を情
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報が対称的であると考える。例えば，以下のようなケースである。  
 

図表 1-2 金融取引開始時に情報が対称的なケース  
資金の貸し手  資金の借り手  資金需要額  状況  (適切な条件での）

融資金利  

A 信用金庫  
X 企業  1， 000 万円  健全  年利 1％  

Y 企業  1， 000 万円  不健全  年利 10％  

出所：筆者作成。  
 
 しかし，金融市場において，必ずしも情報は対称的ではなく，情報優位者と情報劣位者

が存在する状態がある。この場合，資金の貸し手となる金融機関が情報劣位者となり，資

金の借り手となる中小企業が情報優位者となる。現実にはこれが常態である。このような

状況を金融市場における情報の非対称性 (information asymmetry)という。  
 金融市場における情報の非対称性を原因として，つぎのような問題が生じることが知ら

れている。  
 
3.1 逆選択 

 
 情報の非対称性が存在すると，すなわち，金融機関が健全な中小企業と不健全な中小企

業の情報を区別して入手できなければ，平均的な一律の条件で資金融資の取引をせざるを

得なくなる。例えば，つぎのようなケースを想定してみる。  
 

図表 1-3 金融取引開始時に情報が非対称的なケース  
資金の貸し手  資金の借り手  資金需要額  状況  (一律な条件での）

融資金利  

A 信用金庫  
( 健全な )X 企業  1， 000 万円  

差別化できない  年利 5.5％  
(不健全な )Y 企業  1， 000 万円  

出所：筆者作成。  
 

この時，健全な X 企業にとっては，本来の有利な条件（年利 1％）での資金調達ができ
なくなる。そこで健全な X 企業はこの金融市場から退出し，別の資金調達方法を模索する
ことになる。一方，不健全な Y 企業にとっては，本来の不利な条件（年利 10％）に比べ
てより有利な条件（年利 5.5％）で融資を受けられるということになっていく。その結果，
金融市場には不健全な企業（群）しか存在しなくなる。  
 金融機関が本来，資金を融資したいと考える健全な中小企業が市場からいなくなり，選

択したい対象ではなく，逆の不健全な中小企業を選択してしまうことから，逆選択（アド

バースセレクション）と呼ばれる。これは，もともとは，アカロフ（George Akerlof）が
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1970 年に発表した論文により示されたレモン市場 7を端緒としている。  
 逆選択が問題になるのは，金融取引の契約前の情報の非対称性が原因であるといえる。  
 
3.2 モラルハザード 

 
上記のような金融取引契約時点での情報の非対称性を原因とする事象以外に，金融取引

契約後の情報の非対称性が問題になるケースがある。  
 

図表 1-4 金融取引開始後に情報が非対称的なケース  
資金の貸し手  資金の借り手  資金需要額  融資後の状況  

回収可能性  

非対称的情報  

A 信用金庫  Z 企業  1， 000 万円  ９０％  信用金庫には不明  

出所：筆者作成。  
 
企業側からすると，返済が滞りなく行えるかどうかは，それぞれの企業の頑張りに依存

する面もある。すなわち，言い換えるといかに返済に向けて注意を払っていくかというこ

とである。しかし，この中小企業側が返済に向けて注意を払っているという行動は金融機

関側に見えにくいものである。図表 1-4 のケースでは，Z 企業は，融資後の現在の状況で
は，融資額の９０％返済できることが見込まれる。しかし，Z 企業では正常な注意を怠る
と返済可能性が減少するし，一方で注意を今以上に払っていくことで返済可能性を維持・

高めることができるケースを想定する。企業が注意を払うかどうかは，そのコストが相応

しいものかどうかによって判断される。  
 以下の状況であれば，企業は注意を払うことになる。  

 
返済不能による社会的損失×注意を払うことによる低下する返済不能確率＞注意を払うコスト  

 
しかし，何らかの制度的設計により，企業（や経営者）が被る損害が制限されていたり

損害補償制度があったりすれば，上記式の不等号が逆になり，当事者である企業が注意を

払う努力を怠る状況が生まれる。その結果，実際の返済が滞る場合が生じたりして，市場

の関係者に悪影響を与える。これをモラルハザードという。金融市場においては，借り手

の返済努力に関する情報の非対称性によりモラルハザードが生じることになる。中小企業

側に，過度な保護施策を施せばモラルハザードがより進展してしまうというジレンマがあ

る。  
 以上概観してきたように，金融市場において情報の非対称性により逆選択やモラルハザ

ードの問題が生じる。また，それには金融取引開始時点における情報の非対称性を原因と

するか，金融取引開始後に生じている情報の非対称性を原因とするのかという時期的な違

いもあることが確認できた。  
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図表 1-5 情報の非対称性により問題が生じる時期 

 問題が生じる時期  

逆 選 択  金融取引契約前  

モ ラ ル ハ ザ ー ド  金融取引契約後  

                          出所：筆者作成。  

 
 図表 1-5 に整理したように，金融市場における情報の非対称性は，金融取引が契約締結
から決済まで時間をまたいで行われることに起因して生じていることがわかる。  
 また，これらの金融市場においての情報の非対称性の問題は，大企業や中小企業の区別

なく起こりうるものと言える。ただし，中小企業においては，大企業と比較して，より情

報の非対称性の程度 8 が大きいことが考えられる。この点が中小企業金融の特徴であると

言える。  
 
４ 情報の非対称性への対処 

 
 金融市場の様々な工夫や対策は，上記で述べた情報の非対称性から生じている問題を軽

減するために実施されていると言える。大企業，特に金融商品取引法適用会社では，様々

な制度設計がなされており，情報の非対称性を緩和，低減する試みがなされているのに対

して，中小企業では，制度としての情報の非対称性を緩和する制度設計が大企業と比べる

と不十分である点が，中小企業金融における情報の非対称性の問題を顕在化させていると

見ることができる。  
 
4.1 逆選択への対処 

 
 逆選択は，金融取引締結前の情報の非対称性が原因であるから，取引開始前に情報の非

対称性を軽減させれば良いことになる。  
 資金需要者である企業は，情報劣位者である金融機関に対して，決済の確実性を示唆す

ために，企業が金融機関に対して合図を送れば良いことになる。これがシグナリングであ

る。このシグナリングを参考にして金融機関は融資を実行することで，情報の非対称性を

緩和した融資を実行できることがわかる。  
例えば，情報優位者である中小企業側が自ら担保や保証を情報劣位者である金融機関に

差し出すのは，追加的な情報となり，中小企業側は，より低コストで資金調達を可能にす

るのも，1 つのシグナリングである。また，中小企業会計基準（中小会計指針や中小会計
要領）に準拠した計算書類を金融機関に提出することも，追加的な情報となり，中小企業

自らの信用力を示そうとするシグナリングの１つである。このような中小企業会計基準に

準拠した計算書類の作成という点で，中小企業金融における会計情報の役割があると指摘



- 25 - 
 

できる。  
しかし、このようなシグナリングとしての中小企業の作成する財務諸表には問題も多い

点が、次章以降でも触れられている。また，一方で資金の貸し手である金融機関は，より

良いシグナリングを自ら求めることになる。例えば第 2 章で取り上げている金融機関の「自
己査定」や、第 3 章で取り上げている「金融機関の貸出審査」などである。これらの実務
を知ることは、解決策の糸口を探ることにもなる。また，資金の借り手側である中小企業

は，会計実務家の支援を受け，計算書類に信頼性を付与していくことが求められる。例え

ば実務家が税務申告時に行っている「書面添付制度」などの実務における様々な対応を解

明することで示唆が得られることになる。  
また，何よりも中小企業側，特に経営者（層）の意識の高さが求められる。すなわち，

経営者（層）に対する計算書類の信頼性付与に対する意識醸成のための教育面の支援が求

められる。  
 
4.2 モラルハザードへの対処 

 
 モラルハザードは，金融取引締結後の情報の非対称性が原因であるから，取引開始後に

情報の非対称性を軽減させれば良いことになる。すなわち，金融機関や支援機関等による，

資金融資後のモニタリングである。資金決済までの期間にわたり，常に相手をモニタリン

グしていくことにより，融資した資金が当初計画通りに利用されているかを把握し，確実

な資金回収に繋げていくことができる。例えば，コベナンツ（財務制限条項）等を導入す

ることにより，財務制限条項等を守っているかどうかを把握することで資金回収の適切な

時期も把握できる。ここにおいても，信頼できる会計情報が必要であることは指摘できる。

このモニタリングは，中小企業側が会計専門家の「巡回監査」等を積極的に受け入れるこ

とで，自ら情報の非対称性を軽減することもできることを意味する。  
 一方で，担保や保証人の存在がモラルハザードを制御するという場合もあると言われて

いる点には，注意が必要である。担保や保証人の存在により，経営者は相当の注意を払い

自動的にモラルハザードを制御しているという意味である。担保・保証人に過度に依存し

ない中小企業金融については後の章で触れられるが，モラルハザードを制御する機能を事

業性評価に担わせる仕組みづくりが必要であろう。担保や保証人に代わる機能を事業性評

価が発揮できるのかについては，実証的知見も必要となる。なお，モラルハザードには，

中小企業を過度に守るような制度設計を行うと，かえってモラルハザードを助長してしま

うというジレンマを抱えている。中小企業は，大企業に比してその人材面で劣るという指

摘があるが，中小企業における人材教育の面を充実させモラルハザード制御することによ

り，ジレンマの克服を心がける必要がある。  
 
５ まとめ 
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 金融市場において情報の非対称性をなくす，あるいは軽減する取組みは，以前から行わ

れてきている。特に大企業に対する金融市場では，半ば成功しているようにも見える。例

えば監査された公表財務諸表を基礎とした金融機関による融資判断や，財務制限条項の設

定などである。  
 しかし，このような施策を中小企業金融に当てはめることについては、その効果の検証

を含めて、中小企業を対象とした中小企業金融では，まだ道半ばと言える。例えば，「金融

機関は会計実務において中小企業会計基準（財務諸表）に信頼性の保証があるのか問題視

している」（岡部 2015，16）のであれば，金融機関は，中小企業が提供する計算書類に対
して良いシグナリングとは見ていないことになる。それゆえ、金融機関は独自の貸出審査

を行っており、このような実務からは参考にすべき点が多い。金融機関の貸出審査では，

決算書の分析という定量評価に加えて定性的な評価も加えている（例えば浜松信用金庫の

例を次章以降で参照）。しかし，定性的評価も必要であるとはいえ，中小会計指針や中小会

計要領に基づいた計算書類に対しての信頼性の付与が喫緊の課題である点も指摘できる。

すなわち，この点に会計情報の役割を指摘することができる。  
 また，中小企業金融の特徴として，従来は経営者保証に依存してきたといわれているが，

今後は担保・保証人に過度に依存せず「事業性評価」も重視する姿勢が強調される（次章

以降参照）。この点は、従来実質的に中小企業は無限責任化していた組織を有限責任化に切

り替える動きと捉えることができるが，その分，  
 
返済不能による社会的損失×注意を払うことによる低下する返済不能確率＞注意を払うコスト  

 
という式の左辺の金額を小さくすることを意味するので，モラルハザードの可能性を高め

ることが指摘できる。したがって今後は，経営相談・経営指導及び経営改善計画の策定支

援等の取組みと共に，貸し出し後のモニタリングも喫緊の課題であると言える。例えば，

モニタリング時の指標として大企業でしばしば利用されている財務制限条項等に類するも

のを設けるとすると，やはり，中小企業金融において会計情報の役割が高まってきている

と指摘できる。  
 中小企業金融における問題は，大企業と比較して情報の非対称性が大きいために生じて

いるなら，その情報の非対称性を緩和させれば良いことがわかる。大企業向けの施策が必

ずしも中小企業向けの施策とはならない面もあるかもしれないが，中小企業金融を取り巻

く，3 者（金融機関，中小企業，支援機関・会計専門家）の密接な協力・相互理解のもと
情報の非対称性の緩和に取り組んでいくことが，中小企業金融を円滑化することになると

言える。また，中小企業会計学会のような公的性格を有した中立的な団体からの積極的な

発言が中小企業（金融）の発展に寄与することも多いと言えよう。  
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（注） 

1 中小企業の定義は一様ではない。例えば中小企業基本法で定義する中小企業者と法人税
法での定義は異なる。本章で対象とする中小企業とは，中小企業基本法における中小企

業者とする。中小企業基本法第 2条によると，次のように整理される。 

業  種  

中小企業者  
（下記のいずれかの条件を満たす

こと）  
資本金の額また

は出資の総額  
常時使用する従

業員の数  
一 製造業，建設業，運輸業その

他の業種（二〜四を除く）  
3 億円以下  300 人以下  

二 卸売業  1 億円以下  100 人以下  
三 サービス業  5， 000 万円以下  100 人以下  
四 小売業  5， 000 万円以下  50 人以下  

 なお，本章で取り扱う中小企業とは，日本における中小企業であり，各国においては

中小企業の定義はやや異なる。  
2 売上高（法人のみについて）では，全国 1374,5兆円のうち，中小企業は，609,6兆円

（44.4％）であり，大企業の方がウエイトが高い。 

3 中小企業会計制度が確たるものとして存在していると考えているわけではない。しかし，
中小企業を対象とする中小会計指針や中小会計要領は厳密な意味では会計基準ではない

が，会計基準に類するものとして「会計制度」の一翼を担うものと本章では位置づけて

いる。  
4 本章では，財務基盤を自己資本の充実度，すなわち自己資本比率の程度という意味で
用いている。すなわち，大企業と比較して中小企業では，自己資本比率が低いと従来言

われてきている点を意味する。しかし，例えば 2014年度では，資本金別で見ると，資本

金 1，000万円未満の企業が自己資本比率 16.6％で，資本金 10億円以上の企業は 16.4％

である点には注意が必要である（図表 1-1参照）。  
5 中小企業を対象とした金融という意味で用いている。金融市場メカニズム自体の基本
的原理は，大企業向けの金融市場となんら変わることがないものの，中小企業の特性に

よる独自の金融市場メカニズムが存在するという想定も含む用語として用いている。  
6 資本金別自己資本比率を比較すると，資本金 1，000万円未満の企業で極端に低い点が
指摘できるが，一方で 2010年に 4.8%だったものが，2014年には 16.6%と急速に上がって

きている点も指摘できる。 

7 レモンとは，不良品を意味するアメリカ口語であり，外見は色鮮やかでも中身は酸っ
ぱいレモンにちなんで呼ばれる。アカロフは，レモン市場の例として中古車販売市場を

取り上げ，中古車の買い手がその品質を正確に知らない場合，劣悪な品質の不良品しか
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市場で取引されなくなってしまう可能性を指摘した。  
8 情報の非対称性の程度を何に求めるのかは，慎重な検討が必要である。例えば，資本
金規模やリレーションシップ・バンキングの文脈からは，取引金融機関との取引年数等も

考えられる。  
 
【参考文献】  
Akerlof, G. 1970. The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly    

Journal of Economics  84 : 488-500.  

岡部勝成．2015．「中小企業会計と中小企業金融の関連性」『商経学会誌』第 33 巻第 1・2・3・ 
4 合併号： 15-29．  

小藤康夫． 2009．『中小企業金融の新展開』税務経理協会．  
鹿野嘉昭． 2008．『日本の中小企業 CRD データによる経営と財務の実像』東洋経済新報社．

財務省． 2015．『法人企業統計調査結果（平成 26 年度）』財務省．  
新田町尚人．2014．「中小企業金融の問題点：1963 年〜 2013 年の中小企業白書から」『生活経 
済研究』第 39 号： 69-78．  

中小企業庁． 2005．『中小企業白書 2005 年版』中小企業庁．  
中小企業庁． 2014．『中小企業白書 2014 年版』中小企業庁．  
中小企業庁． 2015．『中小企業白書 2015 年版』中小企業庁．  
益田安良． 2006．『中小企業金融のマクロ経済分析 −健全化へ向けた経済政策と金融システム』 
 中央経済社．  
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第２章 金融検査マニュアルと金融機関の自己査定 

－ 金融機関の信用格付と自己査定の実務 － 

 

平井 正大（浜松信用金庫 常務理事) 

 

１ はじめに 

 

バブル崩壊後，多くの金融機関が多額の不良債権を抱え苦しんでいた 1998年 6月に，大蔵省(当時)

から民間金融機関の検査・監督部門が切り離され(金融と財政の分離)「金融監督庁(当時)」が誕生した。 

翌1999年7月に公表された「金融検査マニュアル」の特徴は，「金融当局指導型から自己管理型への

転換」と「資産査定中心の検査から，リスク管理重視の検査への転換」の2つであり，旧大蔵省時代の

護送船団方式からの訣別と金融機関が不良債権を自己管理する経営への転換を求めたものであった。 

公表された「金融検査マニュアル」には，自己査定基準の適切性の検証ポイントが記載されており，

ほぼ全ての金融機関がこの「金融検査マニュアル」を参考として内部規定等を作成し，自己査定を実施

している。本章では，この金融機関の自己査定に関する実務を解説する。 

 

２ 「金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編）」の公表 

 

1999年 7月に公表された「金融検査マニュアル」において，「中小零細企業等の債務者区分の記述が

抽象的でわかりにくい」あるいは，「検査において金融検査マニュアルが機械的・画一的に適用されて

いるのではないか」との意見を受け，2002年6月に「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」が公

表された。同別冊(中小企業融資編)は，債務者の経営実態の把握の向上に資することを目的としており，

中小・零細企業等の債務者区分の判断に係る検証ポイント及び検証ポイントに係る運用例が記載されて

いる(金融庁 2015b，1)。 

その後，当該別冊の内容が中小企業の実態により即したものとなるよう改訂されているが，「中小・

零細企業等の債務者区分の判断に当たっては，何よりも金融機関自らが，日頃の債務者との間の密度の

高いコミュニケーションを通じて，その経営実態の適切な把握に努めることが重要」とされている。 

また，2009年 12月に施行された中小企業金融円滑化法は既に終了したが，その精神は現在も「金融

円滑化編」として存続している。 

中小企業金融専門機関である浜松信用金庫(以下，当金庫と記述)においても自己査定の実務において，

日頃の債務者との間の密度の高いコミュニケーションを通じて，その経営実態を適切に把握し，より正

確な債務者区分判断を実施している。 
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３ 自己査定基準の適切性と自己査定結果の正確性の検証（別冊中小企業融資編） 

 

3.1 自己査定とは 

自己査定を実施する目的は，金融機関の健全性の確保であり，金融機関自らが貸出金等の資産内容を

正しく評価したうえで適正な償却・引当を実施し，自金融機関の正確な財務諸表を作成することにある。 

金融機関は貸出金の自己査定において，個々の債務者毎に原則として「信用格付」の結果に基づき，

債務者区分を「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」の5区分のいずれかに区分

し(「要注意先」となる債務者は「要管理先」である債務者とそれ以外の債務者とを分けて分類するこ

とが望ましいとされている)，そのうえで個別の債権毎に債権の回収の危険性または価値の毀損の危険

性の度合いに応じてⅠ～Ⅳ分類のいずれかに分類する(金融庁 2015a，69-103)。 

ただし，全債務者に対して精緻な「信用格付」を実施することは膨大な労力を必要とすることから現

実的に不可能であり，ほとんどの金融機関において一定金額以上の債権を有する債務者をその対象とし

ている。それ以外の債務者は提出された財務諸表(実態修正せず)や約定返済の状況(延滞の有無)等で債

務者区分を判断している。 

参考までに，当金庫における自己査定において「信用格付」を実施している割合は，債務者数のおお

よそ1割強，債権金額では6割強となっている。 

 

3.2 信用格付とは 

 

中小・零細企業等の債務者区分においては，実態的な財務内容や業種的な事業特性を踏まえた事業の

継続性と収益性の見通し，債務償還能力等に加え，技術，販売力や成長性，代表者等の収入状況や資産

内容等を総合的に判断するものとされている(金融庁 2015a，83)。 

当金庫では，財務諸表をより実態を表すものに修正し，さらに「業界動向」や「経営者」，「経営基盤」

といった定性情報を総合的に判断し信用格付を行っている。 

 

3.3 信用格付の正確性 

 

金融機関の信用リスクを的確に評価・計測するためには，適切な信用格付制度の整備が重要であり，

個別債務者毎の信用格付の見直しが，決算期毎等あるいは必要に応じて行われる態勢整備が必要である。 

債務者の実態的な業績推移のほか，延滞の発生，資金繰りの悪化，業況の変化等の情報を適時適切に

信用格付に反映する態勢となっていることが求められている。 

 

3.3.1 実態財務への修正（不良資産等の有無）（図表2-１，図表2-2参照） 

 

いわゆる，税法基準で作成されている中小・零細事業者の財務諸表の資産および負債科目を精査し、

実態財務に修正したうえで定量的なスコアリング評価を実施する。 

 営業店が，債務者より決算書一式(別表・決算書・付属明細書)を徴求し，システムにデータ入力 
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図表 2-1 信用格付表（法人） 

 
浜松信用金庫 信用格付フォーマット       
※著作権は㈱情報企画に帰属、無断転載を禁じます 
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図表 2-2 修正財務確認表 

 
浜松信用金庫 信用格付フォーマット       
※著作権は㈱情報企画に帰属、無断転載を禁じます 
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を行い財務分析帳票一式（貸借対照表，損益計算書，キャッシュフロー計算書，各種分析指標）

を作成する。資産性に懸念のある資産科目については不良資産の認定による修正財務評価を行う。

また，負債科目のうち，代表者等からの借入金等実質的に返済を求められず，他の債務に対して

劣後性を有する債務を擬似資本金として修正する。 

 売上債権，仕入債務，棚卸資産等の金額や回転率が異常値としてチェックされた場合，その要因
を十分に検証する。また付属明細書を2期以上比較し，固定化し回収に懸念のある売掛金や貸付

金等がないか確認する。 

 別表16，固定資産台帳兼減価償却計算，過年度の減価償却不足累計額の確認書等から減価償却不
足を確認する。 

 金融機関に求められている「適正な貸倒引当金計上」の観点から，債務者区分のボーダーライン
上の債務者は，特に注意して実態財務への修正を行う。 

 

3.3.2 定性情報による調整（図表2-3参照） 

 

債務者の外部環境および内部環境を分析し，下記の項目についてスコアリング評価を実施する。 

・業界動向…景気動向，取扱製品・商品の需給動向，同業者との競争力，業界内のマーケットシェ

ア，主力製品・商品・サービスの採算性等 

・経営者 …計数観念，経営管理能力，経営者としての資質（以上の3項目は，経営者自身が，決

算・事業計画を自ら説明できることが重要な判断要素），事業専念度，企画力・実行

力，後継者，組織・経営陣，正味個人資産，従業員教育等 

・経営基盤…業歴，販売基盤，仕入基盤，技術力・サービス力，資金調達余力 

  

3.3.3 取引方針策定（図表2-4参照） 

 

定量評価によるスコアリングおよび定性評価によるスコアリングにより算出された信用格付に

基づき，債務者の現況や経営上の課題および問題点の解決の見通し，資金繰りの見通し等を検証し，

今後1年間の基本的な取引方針を策定する。 

 債務者の現況と問題点…事業内容・特性・資金繰り等 

過去の財務データの分析において，売上・利益・キャッシュフロー・不良資産等の増減（トレ

ンド）とその要因を検証する。一過性の要因なのか，構造的な要因なのか。また資金繰りの状

況はどうか，経営者が１年間どのような努力を行った結果として今回の決算となったのか，そ

れらの要因を掘り下げていくことにより事業価値と経営課題を認識することにつながる。 

 今後の業況等の見通し…赤字解消・経営改善計画・業況好転の見通し等 

上記財務面および事業面の把握に加え，経営者が上記課題の解決に努力している施策の実現可

能性および将来キャッシュフローの増減見通しを判断する。 

 今後１年間の取引方針および他行状況 

上記債務者の実態把握および成長性や再生可能性，さらに過去の取引実績や他行動向，メイ 
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図表 2-3 定性情報一覧表 

 
浜松信用金庫 信用格付フォーマット       
※著作権は㈱情報企画に帰属、無断転載を禁じます 
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図表 2-4 取引方針策定書 

 
浜松信用金庫 信用格付フォーマット       
※著作権は㈱情報企画に帰属、無断転載を禁じます 
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ン・非メイン等を勘案し，今後1年間の与信取引方針を決定する。 

 貸出金利・保全強化策 

上記で決定した基本的な今後1年間の与信取引方針に加えて，貸出金利の適用方針を決定する。

さらに，基本的な与信取引方針を慎重な対応とした債務者については，必要に応じて保全強化

策への取組方針も決定する。 

 

3.4 中小・零細企業等の債務者区分 

 

債務者区分は，信用格付に基づいた区分を原則とするが，債務者の実態を把握し，正確に区分しなけ

ればならない。債務者区分は，債務者の実態財務評価に加えて，債務者に対する貸出条件及びその履行 

状況や業種等の特性を踏まえた事業の継続性と収益性の見通し，さらにキャッシュフローによる債務償

還能力や経営改善計画等の妥当性，金融機関等の支援状況等を総合的に勘案し判断する必要がある(金

融庁 2015a，83)。 

特に，中小・零細企業等については，当該企業の財務内容のみならず，当該企業の技術力，販売力や

成長性，代表者等の役員に対する報酬の支払状況，代表者等の収入状況や資産内容，保証状況と保証能

力等を総合的に勘案し，当該企業の経営実態を踏まえて判断することとし，機械的，画一的な判断に陥

らないよう求められている。 

検証ポイントとしては，以下の7項目が挙げられている(金融庁 2015b，3-19)。 

① 代表者等，法人個人一体での実態的な財務内容 

② 企業の技術力，販売力，経営者の資質やこれらを踏まえた成長性 

③ 経営改善計画等の策定および進捗状況 

④ 貸出条件及びその履行状況 

⑤ 貸出条件緩和債権の検証及び卒業基準 

⑥ 企業・事業再生の取組み 

⑦ 資本的劣後ローンの取扱い 

当金庫における債務者区分判定の実務（図表2-5参照）では，債務者から提出された財務諸表を実態

財務に修正したうえで財務評価を行い，さらに，経営改善計画等の策定および進捗状況等のセーフハー

バールールによる検討を加え，営業店としての判断根拠の要点を債務者区分判断根拠(1次)に簡潔に記

載する。 

本部経営サポート部では，2次査定部署として営業店の債務者区分判断の検証を実施する。経営サポ

ート部において債務者区分を検証し営業店とヒアリングを実施した結果，営業店の債務者区分と異なる

判断となった場合は，その要点を債務者区分変更理由(2次)に記載する。また，一定金額以上の債務者

については，3次査定部署としてリスク統括部においても自己査定の検証を実施しており，債務者区分

を変更する必要があるとの判断に至った場合は，その要点を債務者区分変更理由(3次)に記載すること

としている。 

 

3.5 信用格付と債務者区分の概念との整合性（図表2-6，図表2-7参照） 
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金融検査マニュアルにおいて，信用格付と債務者区分の概念は整合性がとられなければならないとさ

れており，自己査定結果の債務者区分と信用格付の区分も一部の例外を除き整合性がとられていなけれ

ばならない。 

図表2-6の欄外にも記載されているが，セーフハーバールール等の適用により，自己査定において信

用格付と一致しない債務者区分と判断するケースもあるが，これは当金庫において検討したうえの結論

である。一方で，当金庫の実態把握が不十分で正確な実態財務に修正できていないもの(不良資産等の

検証に限界)も散見されることが課題となっている。 

 

４ 今後の課題 

 

4.1 正確な実態財務の把握 （図表2-6，図表2-7参照） 

 

当金庫における過去6年間（平成22年度～27年度）の破綻先法人の破綻時の信用格付区分を分析し

たところ，破綻法人 139先のうち，6先（4.3％）が相対的に上位格付と位置づけられている信用格付

AD，BAでの破綻であったが，その後の破産管財人の財務調査等による資料を検証した結果，6先中5先

において当金庫に提出された財務諸表の信憑性に大いに疑念があったことが判明した。 

当金庫のシステムでは，各種回転期間の変動，売上債権・棚卸資産の業種平均との比較，経常損益比

率と経常収支比率の対比等がシステムチェックされ，異常値が検知された項目にはチェックマークが付

く仕組みとなっている。異常値検知先は，決算書付属明細書の再検証や顧客へのヒアリングを実施し，

その結果で必要に応じて財務諸表を修正することとしている。実態財務への修正により信用格付区分が

下がるケースがあるが，上記5先については不良資産の修正が行われずAD，BA格付であった。 

当金庫が，債務者から提出された決算書の操作を見抜けなかったということであり，金融機関として

財務調査能力の向上に取り組まなければならないと自覚している。しかしながら，債務者から提出され

る決算書の中には，悪意を持って相当手の込んだ操作が行われている決算書も散見されるのが現実であ

り，金融機関としては企業の実態と大きく乖離した，悪意のある決算書が姿を消すことを願っている。 

 

4.2 非財務情報の把握と評価 

地方経済においては，若年層人口の減少や産業の空洞化による収縮が大きな課題となっているが，金

融庁監督局が公表している「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」によれば，地域経済の活性

化や健全な発展のためには，地域の中小企業等が事業拡大や経営改善等を通じて経済活動を活性化して

いくとともに，地域金融機関を含めた地域の関係者が連携・協力しながら中小企業等の経営努力を積極

的に支援していくことが重要とされている。地域金融機関においては，資金供給者としての役割にとど

まらず，地域の中小企業等に対する経営支援や地域経済の活性化に積極的に貢献していくことが求めら

れている(金融庁 2016，133)。 

地域金融機関は，顧客企業に対してコンサルティング機能をより一層発揮し，顧客企業が経営課題を

認識した上で経営改善，事業再生等に向けて自助努力できるよう，最大限支援していくことが期待され 
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図表 2-5 債務者区分判定チェック表 

 
浜松信用金庫 信用格付フォーマット       
※著作権は㈱情報企画に帰属、無断転載を禁じます 
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図表 2-6 信用格付区分と債務者区分との関係 
格付区分 債務者区分 債務者区分の基本的定義 

ＡＡ 

正常先 業況が良好であり，かつ，財務内容にも問題がない債務者 
ＡＢ 

ＡＣ 

ＡＤ 

ＢＡ 

要注意先 
貸出条件・履行状況に問題がある先のほか，業況・財務内容に問題が

ある債務者 
ＢＢ 

ＢＣ 
要管理先 貸出条件緩和債権または3カ月以上延滞債権を有する債務者 

ＣＣ 破綻懸念先 
現状，経営破綻の状況にはないが，今後経営破綻に陥る可能性が大

きい債務者 

ＤＤ 実質破綻先 

法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの，深刻な経営

難の状況にあり再建の見通しがない状況にあるなど実質的に経営破

綻に陥っている債務者 

ＥＥ 破綻先 
破産，清算，会社更生，民事再生，手形交換所の取引停止処分等

の事由により経営破綻に陥っている債務者 

＊債務者の状況によりセーフハーバールール（一過性の赤字，代表者との一体性，経営改善計画の実効

性他）等を適用している先については，信用格付区分と債務者区分が一致しないケースがある。 
 

図表 2-7 破綻先法人の直近格付区分分析表 

格付区分 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 比率 

ＡＡ～ＢＡ 

付与事由 

粉飾・ 

粉飾疑い 
その他 

AA 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 

4.3% 

    

AＢ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%     

AC 0 0 0 0 0 0 0 0.0%     

AD 0 3 0 0 0 0 3 2.2% 2 1 

BA 2 0 0 1 0 0 3 2.2% 3   

BB 0 2 3 1 0 1 7 5.0% 

95.7% 
  

BC 3 1 2 3 0 1 10 7.2% 

CC 17 11 13 25 16 29 111 79.9% 

DD 0 1 1 1 2 0 5 3.6% 

計 22 18 19 31 18 31 139     

            
相対的に上位格付とされる格付ＡＤ，ＢＡ先から６先が破綻したが，破産管財人の財務調査結果によ

り検証した結果，６先中５先において財務データの信憑性に大いに懸念があったことが判明。  
＜具体的な事例＞          
・現金預金を水増  ・売上債権を水増  ・棚卸資産を水増  ・負債勘定を簿外 
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ており，日常的・継続的な関係の強化と顧客企業のライフステージ等を適切かつ慎重に見極めた上で，

適時に最適なソリューションを提案することが求められている。なお，ソリューションの提案にあたっ

ては，認定経営革新等支援機関との連携を図ることも有効であるとされている(金融庁 2016，134-140)。 

また，各金融機関において，金融機関職員の「目利き力」を養い，企業活動の結果である財務諸表のみ

でなく，財務諸表に表れない事業性を評価した融資に取り組み始めているが，中小・地域金融機関向け

の総合的な監督指針においても企業の技術力・販売力・成長性等，事業そのものの採算性・将来性又は

事業分野の将来見通しといった「企業の成長性等」を重視した融資態勢の整備が図られていることが期

待されている(金融庁 2016，146-147)。 

当金庫も貸借対照表に表れない非財務情報の把握と評価に取り組んでいるが，これまでの財務諸表を

重視した伝統的な融資判断とは異なった基準であり，残念ながら十分な態勢の構築には至っていない。 

職員の「目利き力」養成が金庫として優先的に取り組むべき重要な課題との位置づけで，試行錯誤を繰 

り返しつつ取組んでいる最中である。 

 

５ むすび 

 

近年は，財務諸表のみに囚われない事業性評価に基づく融資への取組みが着目されているが，これは

財務諸表を全く無視して融資判断をするということではない。顧客企業のこれまでの財務諸表のトレン

ドと財務諸表に表れない知的資産等(特許等の知的財産のほか，ノウハウや販売力，組織力等も含む)を

総合的に判断して，将来の財務諸表を予想し，融資判断を行うという趣旨である。 

政府は，2016年5月に成立した「中小企業等経営強化法」に基づく経営力向上計画策定の際の経営分

析にローカルベンチマークの財務指標等を活用することを促しているが，ローカルベンチマークでは，

以下の「財務情報」に基づく分析と「非財務情報」に基づく分析が示されている。 

 

つまり，地域金融機関は日頃の密度の高いコミュニケーションを通じて，顧客企業の正確な財務情報

と非財務情報の両方を把握し，真の企業の実力を評価することが求められている。 

「財務情報」（6つの指標） 

① 売上高増加率（成長ステージ判断） 

② 営業利益率（本業の収益性） 

③ 労働生産性（成長力，競争力等） 

④ EBITDA有利子負債倍率（返済能力，健全性） 

⑤ 営業運転資本回転期間（必要運転資金の増減，効率性） 

⑥ 自己資本比率（安全性） 

「非財務情報」（4つの視点） 

① 経営者への着目～経営理念，後継者の有無 

② 事業への着目～商流，ビジネスモデル，技術力・販売力の強み弱み 

③ 関係者への着目～主力取引先の推移，従業員定着率，金融機関推移 

④ 内部管理体制への着目～組織体制，社内会議，経営目標，人材育成 
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当金庫においても顧客企業の正確な実態把握を実現する「目利き力」向上に金庫全体で取り組んでい

るが，さらに，顧客企業の実態を把握したうえで，顧客企業の再生や成長につながるソリューションや

事業性を評価し担保や保証に過度に依存しない融資の実行で顧客企業を支援することに取り組んでい

る。 

我々，地域金融機関は，「地域社会や地域経済と運命共同体である」ことを強く意識し，認定経営革

新等支援機関等や公的機関等とも連携しつつ，顧客企業への支援等を通じて地域経済の成長や地域での

雇用の維持・拡大に貢献し続けることを使命としている。 

そして，その使命を果たしてこそ本当の意味で「地域になくてはならない金融機関」であり続けるこ

とができると考えている。 

 

【参考文献】 

金融庁.2015a.「金融検査マニュアル(資産査定管理態勢)」.  

金融庁.2015b.「金融検査マニュアル(中小企業融資編)」. 

金融庁.2016.「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」. 
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第３章 金融機関の貸出審査 

― 定量・定性・事業性評価に基づいた貸出審査 ― 

 

平井正大（浜松信用金庫 常務理事） 

 

１ はじめに 

 

貸出審査とは，顧客からの融資申し込みに対して，その内容について様々な角度から調

査・検討を行い，採りあげの可否の判断を出すまでの過程のことをいう。現在，我々地域

金融機関は，中小企業の事業実態（事業性評価）について十分な把握に基づいた融資対応

を求められているが，そのためにも，事実を反映させた正確な財務諸表（定量）の理解と

分析が前提となる。 

ここでは，中小企業専門金融機関である浜松信用金庫の事例を用い，定量と定性の両面

から，貸出審査での着眼ポイントについて述べる。 

 

２ 貸出審査フロー 

 

貸出審査は，図表 3－1に示した通り大きく４つの過程を経て貸出の可否判断を行う。 

 

2.1 融資相談受付（ヒアリング） 

 

融資相談受付の際は，誠意ある対応の中で申し込み内容を把握し，その融資を必要とす

る事情を理解しなければならない。そのためには，まず，顧客の意向全てを聞き出しそこ

から得た情報や財務内容，その他の定性情報を基にして自らの意見や考えを持ち，顧客に

対しては，融資の申し込みから返済に至るまでの申し込み内容について十分説明理解して

もらうことが必要となる。 

 

 ＜ヒアリングの具体的内容＞ 

 ・借入資格…会員資格の有無とネガティブ情報の収集 

・資金使途…なぜ資金が必要か。真の借入目的は何か 

 ・借入希望金額…運転資金，設備資金についてそれぞれの金額の妥当性の把握 

 ・借入効果…何を目的としてどんな効果を得られるのか 

 ・資金調達計画…総所要資金，自己資金，他行借入等 

 ・資金調達方法…短期資金（手形割引・手形貸付・当座貸越），長期資金（証書貸付） 

 ・返済方法…期間（短期・長期）、一括返済か分割返済か 

 ・返済原資…紐付き＊1，キャッシュフロー＊2の確認 
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 ・業況確認…現況及び今期以降の業況見通しを財務面と事業面より確認 

 ・その他条件…金利，担保，保証 

  ＊1 紐付きとは，特定された返済原資のこと 

  ＊2 キャッシュフローとは営業活動や財務活動，投資活動によって生じる現金の流れの

ことをいう。貸出審査においては，貸出の返済原資となりうる資金のことを指す。 

図表 3-1 貸出審査フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．融資相談受付（ヒアリング） 

業務内容 資金使途 借入効果 資金調達計画 返済方法希望（期間  

返済原資 etc.） 営業実績 見通し 仕入先・販売先動向 その他条件 

２．審査申込書類徴求 

設備見積書 設備計画書 資金繰表 決算書(直近３期分) 月次試算表 

金融機関取引明細 経歴書･業暦書 許認可事業の場合、営業許可証等 

３．貸出審査 

融資の５原則（公共性・安全性・収益性・流動性・成長性）に基いた判断 

格付・債務者区分確認（財務内容評価，業界動向分析，定性評価） 

金融機関取引実績  資金使途妥当性  返済能力の有無 借入効果 

担保設定の要否   貸出金利設定 

４．貸出可否判断  

貸出金額  適用金利  担保・保証の有無の判断・決定 

・承認   （申請通り承認） 

・条件付承認（貸出金額の減額，貸出金利の引上げ，担保の追加等） 

・謝絶 

５．審査結果回答・条件提示 

７．期中管理・モニタリング 

６．貸出実行 

顧客の実態把握 

事業性評価(広義) 

定量評価(財務)  

定性評価(事業・人・組織) 

経営者保証ガイドライン 

金融行政方針 

必要以上の 

担保・保証を求めない 

経営相談 

経営指導 

経営改善計画策定支援 
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2.2 審査申込書類徴求 

 

書類提出依頼の際は，その目的や必要とする理由を解りやすく説明し，必要以上の負担

感を与えないよう，必要最小限度にする。 

 

 ＜申込時徴求書類＞ 

 ・運転資金…資金繰り表，返済原資（エビデンス） 

 ・設備資金…設備見積書，設備計画書（所要資金，資金調達，返済計画，返済原資） 

 ・共通書類…決算書（直近３期分），月次決算書，業況見通し，金融機関取引明細等 

 

2.3 貸出審査 

貸出審査の判断は，業界特性を把握し，決算書等の財務データに基づいた定量分析・定

量評価と併せて，事業全般の実態把握による定性評価を行ったうえで，その貸出が企業の

成長・発展に寄与することが前提となる。具体的には，以下のポイントを中心に審査に臨

む。 

 

2.3.1 融資の基本原則 

 

金融機関，特に信用金庫においては，地域内の中小企業の発展と地域住民の生活向上

に寄与することが使命であり，一般的に信用力の低い中小企業を相手に安全性を確保し

ながら融資を実践するため，5つの基本原則に配慮している。 

 

  ＜融資の５原則＞ 

  ・公共性の原則…公共的な立場から貸出を実行すること。 

  ・安全性の原則…融資が期日回収されること。回収懸念があれば担保・保証は必要。 

  ・収益性の原則…信用リスク＊3に見合った適正金利を確保すること。 

 ・流動性の原則…融資が反復・継続して行われ，資金が流動的に回転すること。 

  ・成長性の原則…企業の健全な成長に寄与する融資であること。 

   ＊3 融資先の財務状態が悪化して資金の回収不能または遅延する危険性のこと。 

 

2.3.2 資格要件の確認 

 

融資の相手方として適格かどうかを確認する（法律面からの資格チェック）。 

信用金庫は会員融資を原則としているので，融資取引の相手方として会員資格の条件

を有していることが前提となる。 

 

2.3.3 信用状態の調査 … 格付・債務者区分の確認（財務評価・定性評価） 
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顧客から徴求した決算書データに基づいて，金庫内格付と自己査定による債務者区分

の確認を行う。この作業は，財務評価に定性評価を加味したものであり，各経営指標や

収益力の分析，資産内容の検証から，業界の経営環境，企業の組織力，代表者の経営管

理能力，後継者の有無まで網羅したもので，与信判断の根本となる。また、審査の入り

口においては，社会的事件への関与や反社会的勢力のチェック，税金滞納等のネガティ

ブ情報の有無の確認も重要である。 

この調査結果が，申込された融資の与信判断，信用力に応じた金利の設定，連帯保証

人や保証協会，担保等の保全の判断に繋がっていく。 

 

2.3.4 資金使途の確認（借入効果との整合性） 

 

顧客の申し出を鵜呑みにするのではなく，業界特性，財務データ，企業体質，経営者

の考え方を理解し，真の資金使途を把握することが重要である。 

決算書に基づいて格付・自己査定を行い把握した経常運転資金，設備資金等の需要と

資金調達の現況を照らし合わせるなどして，実態を把握し，資金需要の発生原因を(再)

確認する。 

融資は資金使途に応じて，まず，事業資金と消費資金に大別され，事業資金は運転資

金と設備資金に分類，消費資金は大枠として消費者ローンに分類される。 

 

図表 3-2 資金使途の分類 
 

経常運転資金 

増加運転資金 

運転資金 つなぎ資金 

季節資金 

滞貨資金 

事業資金   赤字補填資金 

 

機械設備等購入金 

設備資金 

不動産購入資金 

 

住宅関連資金 

消費資金   教育資金 

耐久消費財購入資金 

レジャー資金 
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2.3.5 借入申込金額の妥当性 

 

融資金額が，企業規模・企業体力と比較して過大でないか見極める。経常運転資金や

返済能力からみて妥当な金額かどうか。また，設備資金の場合，設備規模自体が妥当か

どうかをチェックする。業界内同規模企業との比較も有効である。 

 

2.3.6 返済能力の有無 

 

短期資金は主に運転資金として手形貸付や当座貸越の短期反復利用の利用が多いが，

資金繰り表にて返済時期と返済原資を確認する。また，業種や資金使途によっては，単

発の紐付き返済原資に基づいた利用もある。一方，長期資金については，証書貸付にて

分割返済となるため，過去から現時点までの財務データと将来の予想収支シミュレーシ

ョン等の計画達成見込みを検証，将来のキャッシュフローを予測，返済能力の有無を判

断する。 

 

2.3.7 借入効果 

 

運転資金の申し込みであれば，経常運転資金，増加運転資金等，事業継続に繋がるも

のか確認する。単なる赤字補填資金の申し込みであれば，返済猶予や経営改善も視野に

入れて対応する必要がある。 

また，設備資金であれば，その設備導入の妥当性と併せて投資効果を確認し，事業の

成長に繋がるものでなくてはならない。 

 

2.3.8 金融機関の取引実績 

 

新規の融資申込の場合は，既存のメインバンクをはじめとした取引金融機関の取引内

容，貸出姿勢，条件，返済の延滞や返済リスケ(返済額の軽減見直し，リスケジューリン

グ)の有無等の確認も，顧客の実態把握のために必要である。 

 

2.3.9 貸出条件の検討 

 

融資審査の中では，与信判断と並行して貸出条件の検討も行う。貸出に係る条件につ

いては，以下の項目がある。 

 

  ＜貸出種類＞…資金使途により選択 

 手形割引 

手形割引とは，約束手形や為替手形を，手形金額から手形期日までの割引料
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を差し引いて，手形を買い取る融資の形式をいう。  
通常手形は，期日が到来するまで現金に換えることが出来ないが，資金繰り

に余裕があり，期日まで待てる顧客ばかりではない。そこで当金庫に手形の割

引を依頼することによって，期日前に現金化する。  
近年は，商業手形に代わって｢でんさいネット｣が取り扱う電子記録債権 (｢で

んさい｣)の活用が広がり，｢でんさい｣の譲渡を受けて割り引く｢でんさい割引｣
や｢でんさい｣を担保として譲渡を受け貸出する｢でんさい担保貸付｣の利用も増

加している。  
 手形貸付  

手形貸付とは，借用証書の代わりに当金庫宛に融資先が振り出した約束手形

を交付してもらう融資の形式をいう。  
短期資金 (1 年以内 )を融資する場合に多く利用され，手続きが簡単であり，証

書貸付に比較して印紙税が安いという利便性もある。  
 証書貸付  

証書貸付とは，融資金額，利息，返済方法，返済期日などの条件を記載した

借用証書を提出してもらう融資の形式をいう。  
手形貸付が短期間の融資に利用されるのに対し，証書貸付は長期にわたる融

資や，不動産に (根 )抵当権を設定する融資に利用される。  
 当座貸越  

当座貸越とは，貸越極度額を設定し，その極度額の範囲内で反復継続して利

用することのできる融資の形式をいう。  
貸越極度内で必要最小限の借入を行い，毎月一定の元金と利息を支払うだけ

で済み，手形貸付と違って資金が必要なときに必要な金額だけ利用できるとい

うメリットがある。  
 債務保証  

債務保証とは，当金庫が顧客から保証の委託を受けて，顧客が第三者に負担

する債務を保証するものである。  
 代理貸付  

代理貸付とは，当金庫が他の金融機関、例えば信金中央金庫の代理人となっ

て，その金融機関の資金の貸付を行うものである。  
長期かつ低金利な商品が多いことが特徴で，貸付形態の中心は証書貸付であ

る。  
 

  ＜貸出金利＞ 

金融機関には，独自に収益を管理するシステムがあり，調達コスト，経費率，貸出

期間，貸出種類，信用度合(格付)，取引内容，保全等から，採算金利を算出している。

前述した「収益性の原則」より，採算金利の確保が原則とされるが，他行競合により
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困難な場合もある。 

 

  ＜貸出期間＞ 

資金使途，返済原資，返済能力に応じて決定する。運転資金は短期資金，設備資金

や資本補填資金は長期資金での対応が多い。 

 

  ＜返済方法＞ 

一括返済または分割返済。短期資金は一括返済，長期資金は分割返済が多い。 

 

  ＜担保・保証＞ 

取引先の信用度合，融資金の性格や融資期間から担保・保証を求める。 

人的担保においては，経営者以外の第三者の個人連帯保証人を求めないことを原則

とする「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」や「経営者保証に関するガイ

ドライン」の中で，中小企業の経営者による個人保証（経営者保証）に依存しない融

資の促進が求められており，企業のより正確な実態把握（事業性評価）を行い，これ

らを踏まえた適切な対応を行う必要がある。 

 

図表 3-3 金融機関が利用する担保・保証 
 

質権（預金等） 

物的担保   抵当権（不動産） 

根抵当権（不動産） 

動産・売掛債権担保（ＡＢＬ） 

 

特定保証 (特定の債務のみの保証) 

人的担保(保証）  連帯保証 

限定根保証 (金額と期限が限定された保証) 

 

2.4 貸出可否判断 

 

  前述の貸出審査を経て，適切な融資申込として判断した案件は，貸出稟議書により融

資決裁権限者(支店長専決または審査部)に貸出可否判断を求める。貸出可否判断には，

稟議書通りの「承認」と稟議書内容に対して金額の減額や担保の追加等の条件を加えた

「条件付承認」，稟議自体を否決する「謝絶」となる場合がある。 

 
3 貸出審査ポイント～今金融機関に求められているもの 
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金融庁は、「金融行政方針」１の中で，金融機関に対し，取引先企業の「事業の内容」や

「成長可能性」などを適切に評価し (事業性評価 ) ，融資や本業支援等を通じて，地域産業・
企業の生産性向上や円滑な新陳代謝の促進を図り，地方創生に貢献していくことを求めて

いる。  
我々金融機関は，その実現のために，正確な財務諸表の理解・分析と十分なコミュニケ

ーションにより，顧客の実態把握，事業性評価に取組み，顧客の将来の成長・発展につな

がる貸出に努めていかなければならない。貸出審査においても，以下の３点について十分

な理解と認識を持って取り組む必要がある。  
 
3.1 実態把握の高度化 

 

実態把握は，与信判断，実行後の期中管理，経営改善支援のすべてに共通する基本と

なる。実態把握においては，融資案件発生時に比べ，常日頃の顧客とのリレーションか

らによる実態把握（非財務情報を含む）はレベルが高い（深度が深い）。この実態把握が，

十分にできていれば，担保や保証に過度に依存する必要はなくなるはずである。  
実態把握の基本となるのが財務分析で，過去の財務データの分析（売上・利益・キャ

ッシュ・不良資産・借入金・純資産の増減・推移，部門・取引先別等推移，同業他社比

較）の中から，事業面を見る。そして現在の課題，将来に向けて取り組むべきものを経

営者と共に認識し，事業面から将来（持続可能性や成長可能性）を見ることが必要とな

る。  
財務面，事業面の把握において，それらを確認する経営者との対話の中から経営者自

身の説明力（財務・事業面）や立案力（具体的改善策）を見ることができ，いわば経営

者そのものの定性評価にも繋がり，時には経営者への助言・指導が必要となる。  
２０１１年８月施行の中小企業経営力強化支援法は，中小企業経営者の「財務経営力

の強化」と「資金調達力の強化」を求めている。「財務経営力」は，自社の経営状態を把

握し，経営計画を立案する能力であると同時に，税理士事務所から決算説明や経営助言

を受けながら，社長自らが金融機関に財務状況や資金繰りの状況に関する説明ができる，

あるいは経営を数字で語れる能力である。  
 
3.2 事業性評価に基づく融資とコンサル機能発揮 

 

金融行政方針は，金融機関に対し，取引先企業の「事業の内容」や「成長可能性」「事

業継続性」を適切に評価し（事業性評価），融資や本業支援等を通じて，企業の生産性向

上や円滑な新陳代謝の促進を図り，地方創生に貢献することを求めている。  
金融機関は，取引先企業のライフステージを見極めた上で，目利き力の発揮による事

業性評価に基づく融資と企業本業支援等のコンサル機能を発揮していかなくてならない。

特に，成熟期から成長鈍化局面にある取引先企業に対しては，早期の経営改善支援ある
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いは第２の成長に向けた取組み（融資を含む）を強化していく必要がある。  
 
3.3 経営者保証ガイドライン（２０１４年２月施行）の活用 

 

経営者保証ガイドラインにおいては，「経営者保証に依存しない融資の一層の促進」を

金融機関に求めており，中小企業金融の方向転換がなされた。  
当ガイドラインにおいては，法人と経営者との関係の明確な区分・分離、財務基盤の

強化，財務状況の正確な把握と適時適切な情報開示等による経営の透明性確保が要件と

なる。  
ガイドライン適用以前の中小企業の評価は，格付・自己査定時の評価において，法人・

個人を一体（中小企業の強み）として見ていたが，経営者保証に依存しない融資を促進

するには，資産超過であり，法人単体でキャッシュフローを有し，資金調達ができるこ

とが将来の経営のあるべき姿であり，そのためには財務基盤強化が必要である。  
 
4 経営改善計画の策定支援等の取組み 

 

 融資審査の過程の中で，赤字，債務超過であっても，将来の成長を掲げて策定された経

営改善計画に対し，計画の実現可能性を評価，実抜計画(実現可能性の高い抜本的な経営改

善計画)として判断した場合，自己査定区分を破綻懸念先から要注意先へのラックアップが

可能となり，積極的に支援していくことが重要である。 

 経営改善計画の策定支援等については，以下のような施策が打出されている。 

 

4.1 金融検査マニュアル金融円滑化編 

 

「金融検査マニュアル金融円滑化編」では，中小・零細企業等である債務者について

は，その特色を踏まえてきめ細かな与信管理等を行い，経営相談，経営指導，経営改善

計画の策定支援等を通じて積極的に企業・事業再生に取り組むことを求めている（きめ

細かい支援等具体的な手法例から抜粋）。  
地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ），中小企業再生支援協議会の活用や認定経営革

新等支援機関との連携は，有効な手段となる。  
 

4.2 中小企業庁の「経営改善計画策定支援事業」（２０１３年３月事業開始） 

 

「経営改善計画策定支援事業」とは，自ら経営改善計画書を策定することが難しい中

小企業・小規模事業者を対象として，中小企業経営力強化支援法(２０１２年８月施行)

に基づき認定された認定支援機関(税理士、金融機関他)が経営改善計画書などの策定支

援を行うことにより，経営改善を促進する事業のことをいう。 
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経営改善改革の策定とモニタリングにおいて，金融機関と税理士が連携していく過程

の中で，経営者自身の意識が変わり能力も向上するはずである。また計画策定後も月次

決算書により，計画と実績の乖離要因を分析していく必要があるが，その際，実績を月

次で把握しないと次に打つべき施策が打てなくなる。 

与信判断は言うまでもなく，融資実行後の期中管理や経営改善においても，信頼性の

高い正確な決算書（月次決算書）の作成が求められ，経営者と一緒になって考えること

で，経営者と税理士，金融機関相互の信頼関係が構築され，共に成長することが可能と

なる。 

 
5 むすび 

 

以上，当金庫における貸出審査の概要について述べてきたが，貸出審査の際は，我々信

用金庫の主要取引先である中小企業の成長・発展のために，十分な実態把握と深い理解を

もって取り組まなければならない。そのためには、正確な決算書を読み解いた財務評価に，

技術力，商品力等の事業価値や人・組織力等の定性評価を加えた事業性評価が重要なポイ

ントとなる。  
また，事業性評価に基づいて把握した企業のライフステージの中で，特に成熟期から成

長鈍化局面にある取引先企業に対しては、単にニューマネーの融資を実行するだけでなく，

早期の経営改善支援や第 2の成長に向けた取り組み強化も図っていかなければならない。 

今後は，バランスシートに含まれない企業の財産である｢知的資産｣２の評価・活用や｢ロ

ーカルベンチマーク｣３の活用を高度化し，より深度ある審査態勢の構築が必要とされる。 
 
（注）  

1 「金融行政方針」とは，2015 年 9 月，金融庁より金融行政の目的・目指す姿・重
点施策が公表されたもの。  

2 「知的資産」とは，人材，技術，組織力，顧客とのネットワーク，ブランド等の目に
見えない資産のことで，企業の競争力の源泉となるものである。 

3 「ローカルベンチマーク」とは，2016年 3月に経済産業省が掲げたローカル経済圏を
担う企業に対する経営判断や経営支援等の参考になる評価指標である。企業の経営者等

や金融機関・支援機関等が企業の状態を把握し，双方が同じ目線で対話を行うための基

本的枠組みである。事業性評価の入り口として活用が期待される。6つの財務指標(売

上高増加率・営業利益率・労働生産性・EBITDA有利子負債倍率・営業運転資本回転率・

自己資本比率)と 4つの非財務情報(経営者への着目・関係者への着目・事業への着目・

内部管理体制への着目)がツールとなる。 

 
【参考文献】  
金融庁．2015a．「金融検査マニュアル〔信用リスク管理態勢〕」．  



- 52 - 
 

金融庁．2015b．「  同  マニュアル〔資産査定管理態勢〕」．  
金融庁．2015c．「  同  マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」．  
金融庁．2015d．「  同  マニュアル〔金融円滑化編〕．」  
金融庁．2015e．「金融行政方針」．  
・経営者保証に関するガイドライン研究会．2013．「経営者保証ガイドライン」．  
・平井正大．2016．「提言「事業性評価」の高度化に向けて」『TKC』NO.521．  
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第４章 「経営者保証に関するガイドライン」 

―いわゆる「入口段階」での，経営者保証に過度に依存しない融資に関して－ 

 

松﨑 堅太朗 
（税理士・公認会計士／明治大学） 

 
１ はじめに 

 

経営者保証に関するガイドライン（以下，ガイドラインという）は，平成 25年 1月に
金融庁と中小企業庁が「中小企業における個人保証等の在り方研究会」を設置し，同年 5
月に「中小企業における個人保証等の在り方研究会報告書」を公表され，中小企業の経

営者保証に関する課題解決のために，経営者の個人保証について，(1)法人と個人が明確

に分離されている場合などに，経営者の個人保証を求めないこと，(2)多額の個人保証を

行っていても，早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99

万円に加え，年齢等に応じて100万円～360万円)を残すことや，「華美でない」自宅に住

み続けられることなどを検討すること，(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額

は原則として免除すること，などを定めることにより，経営者保証の弊害を解消し，経

営者による思い切った事業展開や，早期事業再生等可能にすることを目的に，平成 26年
2月 1日から適用が開始された。本章は，ガイドラインのうち，主として，相対的に財務
内容が良好で，中小企業の財務諸表の信頼性が高い中小企業に対して適用される，いわ

ゆる「入口対応」と呼ばれる，「経営者保証に依存しない融資の一層の促進」の内容を対

象としている。ガイドラインの作成に携わった，金融庁及び中小企業庁は，具体的には，

以下のような考え，及びスタンスで，ガイドラインと中小企業金融と会計・財務を結び

つけている。 
 
２ 金融庁の「経営者保証に関するガイドライン」における中小企業金融と会

計・財務の関わり 

 

金融庁は，我が国の経済の中核を担う中小企業が，今後の経営環境の変化に対応した事

業インフラを構築していくためには，その事業展開に関する環境整備とともに，金融面に

関してもこのような現状を見直す必要があり，中小企業金融における担保・保証，特に個

人保証の現状を検討するとともに，担保・保証に過度に依存しない新たな中小企業金融の

あり方について検討するため，平成15年に「新しい中小企業金融の法務に関する研究会報
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告書」を公表し，この中で，以下のように中小企業の財務諸表の信頼性の確保及び情報開

示の必要性を明示している。ガイドラインにおける趣旨は，ほぼ本研究会報告書の内容に

即したものとなっている。 

 

（２）財務諸表の信頼性の確保及び情報開示の必要性 

・・・以上のような関係者のニーズが適切に調整され，円滑な中小企業金融が行われる

ための基盤としては，中小企業の財務諸表について信頼性が確保されており，金融機関

及び投資家それぞれのニーズに対応した適切な情報開示が行われることが必要である。 

その結果，中小企業において財務諸表の信頼性が確保され，その情報が適切に金融機関

に対して開示された場合には，金融機関は当該企業に対する融資に際し，迅速な審査，

適切なリスク管理が可能となり，さらには担保・保証に依存しない融資の前提条件が整

うこととなる。これを企業の側から見れば，円滑な資金供給，金利の低減というメリッ

トにつながりうるものであり，信頼できる企業情報を企業，金融機関の双方で共有する

ことは，当事者双方にとって有用である。 

（中略） 

このように，財務諸表の信頼性確保及び情報開示については，円滑な中小企業金融のイ

ンフラとなるものである。 

 

（新しい中小企業金融の法務に関する研究会 2003,11。 下線は筆者） 

 
また，金融庁は，財務諸表の信頼性確保及び情報開示は，円滑な中小企業金融のイン

フラとして不可欠であると考えている一方で，以下のように課題を指摘している。 
 

２．中小企業金融における個人保証 

（１）個人保証の機能 

中小企業は，その規模等にもよるが，経営者と企業の資産・資本が十分に分離されて

おらず，経営者と企業の一体性が強い場合が多いといわれている。また，株主や債権者

等の利害関係者が少なく，かつ固定的である場合が多いことから，その財務諸表につい

て，会計監査を受けずに，ディスクロージャー目的ではなく課税所得算出の目的で作成

していることが多いとの指摘もある。 

このように，家計と経営が未分離であることや，財務諸表の信頼性に問題があること

は，資金供給者がそうした中小企業の経営や財務の実態を把握することを困難にしてい

る面がある。 

 

（新しい中小企業金融の法務に関する研究会 2003,4。 下線は筆者） 
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さらに，この課題解決のための環境整備としては，以下の提言がなされている。 
（２）環境整備 

当事者による私的自治を有効に機能させるという観点からは，行政庁においても環境

整備を行うことが適当である。具体的には以下のように考えられる。 

① 中小企業の資金調達の円滑化に向けた環境整備 

中小企業の財務諸表の信頼性に問題がみられることが，中小企業金融の円滑化の障害

となっている場合があるとの指摘を踏まえ，平成１４年６月に，中小企業庁から，中小

企業の会計に関する研究会報告書「中小企業の会計のあり方」が公表された。これを受

け，日本税理士会連合会及び日本公認会計士協会から，より実務的な基準やあり方が策

定・公表され，併せて中小企業が自発的に計算書類のディスクロージャーをより充実す

る場合の参考となるよう，各種開示関係書類の雛型が提示されている。中小企業金融の

円滑化のためには，情報開示の充実に向けて，今後とも，より一層実務的な努力が進め

られることが重要である。 

 

（新しい中小企業金融の法務に関する研究会 2003,19。 下線は筆者） 
 
つまり，本研究会報告書によれば，金融庁は，経営者と企業の資産・資本が十分に分

離されておらず，経営者と企業の一体性が強い場合が多く，また，財務諸表について，

会計監査を受けずに，ディスクロージャー目的ではなく課税所得算出の目的で作成して

いることが多い，といった中小企業の問題点は，平成14年6月に，中小企業庁から公表

された，中小企業の会計に関する研究会報告書「中小企業の会計のあり方」に則った適

切な中小企業向けの会計基準が整備され，日本税理士会連合会及び日本公認会計士協会

から，より実務的な基準やあり方が策定・公表され，併せて中小企業が自発的に計算書

類のディスクロージャーをより充実することで解決でき，その情報が適切に金融機関に

対して開示された場合には，金融機関は当該企業に対する融資に際し，迅速な審査，適

切なリスク管理が可能となり，さらには担保・保証に依存しない融資の前提条件が整う

と考えていたということになる。 

 

３ 中小企業庁の「経営者保証に関するガイドライン」における中小企業金融

と会計・財務の関わり 

 

また，もう一方の，ガイドラインの作成に携わった中小企業庁は，金融庁と異なり，

中小企業の金融を直接に管轄する立場にはないものの，その設立時点から，一貫して中

小企業の金融に関係してきたという歴史的な経緯がある。初代中小企業庁長官蜷川虎三

は，「もし金融で中小企業のすべての所要資金を賄うとするなら，普通の金融機関でなく

中小企業のための特別の金融機關でこれを扱うのでなければその目的を達することはで
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きないであろう。また問題をいわゆる金融の範圍に限って見ても，中小企業においては，

長期資金調達のためにひろく株式や社債を發行することば不可能であるから，これを金

融に求めねばならぬ。ところが中小企業の長期運轉賛金や設備資金を普通の金融機關に

求めることは極めて困難というよりむしろ不可能に近い。したがってこの意味において

も，中小企業のための特別の金融機關を設置する必要が認められる。」（蜷川 1950,11）
とし，中小企業には大企業と異なり，直接金融ではなく間接金融により資金調達を行う

他なく，中小企業経営と金融は，切っても切り離せない関係にあるとし，特別の金融機

関の設置を提唱している。 
中小企業庁は，以下に示す，昭和 23年の中小企業庁設置法（以下，設置法という）を
根拠法として設立され，金融については同庁の金融課がこれを所管している。 

 
中小企業庁設置法（昭和23年法律第83号）（抄） 

（法律の目的） 
第1条 この法律は，健全な独立の中小企業が，国民経済を健全にし，及び発達させ，

経済力の集中を防止し，且つ，企業を営もうとする者に対し，公平な活動の機

会を確保するものであるのに鑑み，中小企業を育成し，及び発展させ，且つそ

の経営を向上させるに足る諸条件を確立することを目的とする。 
（中略） 

（職員） 
第2条 中小企業庁の事務を行うため，中小企業庁に所要の職員を置く。 
２ 前項の職員の一部は，中小企業に関し学識経験ある者の中から，これを命ずる。 
この法律に定めるものの外，中小企業庁の職員に関して必要な事項は，政令でこれを

定める。 
 
設置法によれば，法律の目的である，第 1条において金融という文字は見当たらず，

「「中小企業の育成及び発展並びに経営の向上に必要な事項についての情報を収集し，分

析し，及び供給すること」の例示の 1つとして「資金」という文字にとどまって」おり，
法の趣旨からすれば，同庁は「診断指導政策の実施に大きな比重を置いた組織」であっ

たものの，職員に関する事項である，第 5 条 2 項「中小企業に関し学識経験ある者の中
から，これを命ずる」という条文の詳細を明文化した対策要綱の中で，「中小企業総局（仮

称）には中小企業に関する経営，技術，金融，調査統計等諸般の事項についての専門家

を包含する」とあることから，「設置法上のわずかな文言を手がかりにして，「中小企業

に関する健全な金融及び適当な経理方法に関する一般的事務」を所掌する課として金融

課は設置されていた。」のであり（尾高・松島 2013,230₋233：下線は筆者），同庁におい
ては，中小企業の金融及び適当な経理方法，すなわち中小企業の会計の整備・活用は，

設立時から金融課における業務とされていたのである１。現在では，金融課は，中小企業
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に対する円滑な資金の供給，中小企業信用保険に関する事務の総括を所掌事務とし，日

本政策金融公庫㈱（中小企業事業）や，信用保証協会を通じて，中小企業の金融の政策

実現に大きな役割を果たしている。 
 
４ ガイドライン制定の背景と経緯 

 
中小企業と，経営者の個人保証の見直しは，以下のようなプロセスを経て改訂がなさ

れている。ここで注目すべきは，2004年の民法改正（包括根保証の禁止）を契機として，
法的な視点を中心として，ガイドラインの制定がなされてきているという点である。ま

た，ガイドラインは民法改正を待つまでもなく，法的な拘束力こそないものの，金融庁

中小企業庁，及び法務省により，作成された報告書等により，実務上の効力を有してい

る点に特徴がある。 
包括根保証が禁じられることになった 2004 年当時は，いわゆるバブル崩壊後の，中
小企業の倒産増加により，「債務の肩代わりのため過大な返済責任を負った経営者や保証

人が破産や自殺に追い込まれる事態が起きた」（鶴田 2005,198）という時代背景があり，

中小企業にとっていったん事業再生のステージに入ってしまうと，経営者の再起可能性

は著しく低いものにならざるを得ないという実情があった。 

2004年の民法改正（包括根保証の禁止）以降，経営者以外の第3者の個人保証を要し

ない融資慣行が，金融機関及び保証協会において確立したものの，それでもなお，経営

者自身の個人保証の問題は解決されないままで来ており，「日本の会社形態をとっている

多くの中小企業においては，所有者である経営者が，個人的に会社の債務の保証を行い，

個人資産を会社の借り入れの際の担保として利用している。そこに見えるのは，会社形

態を採用することによる表面的な中小企業の所有者である経営者の有限責任制と，会社

債務に対する所有経営者の実質的な無限責任である。まさに，個人企業としての特徴で

ある，個人が自らの資産を自己の責任で運用するという点を，現代の会社形態の中小企

業の多くは共有しているのである。」（吉野・渡辺 2006,3）という現実があり，この実質

無限責任制度を会計・財務の観点から解決するにしても，「実務界においては，この有限

責任制のもつ債権者保護に係る問題に対して，例えば，銀行は，融資するに当たって役

員個人に連帯保証人になることを求めるとか，役員の個人財産に抵当権を設定すること

によって，事実上の無限責任化を図っている。（中略）中小企業の会計について，有限責

任制度のメリットを享受することへの代償として監査制度を設けるという説明は，実際

問題としては，経営者に対しても，債権者に対しても，説得力が弱いようにも思われる。

有限責任の下での債権者保護を担保するために新たな監査制度を設けたところで，現に

債権者が行っている自己防衛の現実が変わることはないと推測されるからである。」（神

森 2013,477‐478）との指摘もなされている。すなわち，融資慣行として確立している

経営者保証をなくさない限り，会社法が想定する会社の有限責任形態は，中小企業には



 - 58 - 
 

実質的には機能し得ないことになり，結果，企業経営者に課される責任は過大なものと

なり，企業経営にとっては大きな足枷となっているのである。 

そこで，残る経営者保証の課題を解決するため，中小企業庁事業環境部金融課は，平成

23 年 4 月に「中小企業の再生を促す個人保証等の在り方研究会報告書」（中小企業の再
生を促す個人保証等の在り方研究会 2011）（以下，本報告書という）を公表した。本報

告書の審議過程においては，先に述べた，個人保証の問題により，中小企業が実質的に

無限責任化しているという，具体的な事例が示されている。 
 

図表 4-1 個人保証により中小企業が実質的に無限責任化している具体的事例 

 
（全国中小企業団体中央会 2012,4） 
 

事例①は，個人保証により個人の財産を全て失うという恐れから，事業が赤字に陥って

もやめることができず，安値受注に陥り，業界全体が赤字体質となるという事例であり，

事例②，③は協同組合と商店街組合という相違はあるものの，いずれも代表者や組合員，

役員の個人保証が多額であることから，この個人保証を引き受けられる後継者を見つける

ことが困難であり，事業の継続が将来的に厳しくなる可能性が高いという事例である。い

ずれの事例も，中小企業においては一般的な事例であり，こういった問題を解決すべく，

本報告書において，経営者の保証を外すことを目的とした，ガイドラインの骨子が完成し

たものといえるであろう。 
 
５ 中小企業に対するガイドライン適用の具体的内容 

 
 中小企業の個人保証に関する課題を解決するため，金融庁が平成 15年に公表した「新し
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い中小企業金融の法務に関する研究会報告書」，及び中小企業庁が平成 23年 4月に公表し
た「中小企業の再生を促す個人保証等の在り方研究会報告書」の内容に基づき，事業再生

における保証人への保証履行の予見可能性を高めるようなルールとして，平成 25 年 12 月
に「経営者保証に関するガイドライン研究会」において公表されたのが，「経営者保証に関

するガイドライン」である。前述のとおり，ガイドラインの骨子については，金融庁と中

小企業庁金融課により，既に骨子が作成されていたことから，ガイドラインの公表につい

ては，平成 23年から 2年という，比較的短期間での公表となっている。 
また，わが国の政策面では，日本再興戦略（2013 年 6 月 14 日閣議決定）において，重

要な施策として，ガイドラインが位置付けられていることから，近時においては，経営者

の個人保証という問題については，より深い国民的理解が得られてきているといえよう。 
 

図表 4-2 日本再興戦略における個人保証制度の見直し 

 

（中小企業庁 金融課 2014,14） 
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なお，具体的なガイドラインの内容は，以下のとおりとなっている。 
 

 

経営者保証に関するガイドライン 

はじめに 

１． 目的 

２． 経営者保証の準則 

３． ガイドラインの適用対象となり得る保証契約 

４．経営者保証に依存しない融資の一層の促進 

（１）主たる債務者及び保証人における対応 

① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離  

② 財務基盤の強化  

③ 財務状況の正確な把握，適時適切な情報開示等による経営の透明性確保  

（２）対象債権者における対応 

５．経営者保証の契約時の対象債権者の対応  

（１）主たる債務者や保証人に対する保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明 

（２）適切な保証金額の設定 

６．既存の保証契約の適切な見直し 

（１）保証契約の見直しの申入れ時の対応 

①主たる債務者及び保証人における対応 

②対象債権者における対応 

（２）事業承継時の対応 

①主たる債務者及び後継者における対応 

②対象債権者における対応 

７．保証債務の整理 

（１）ガイドラインに基づく保証債務の整理の対象となり得る保証人 

（２）保証債務の整理の手続 

（３）保証債務の整理を図る場合の対応 

①一時停止等の要請への対応 

②経営者の経営責任の在り方 

③保証債務の履行基準（残存資産の範囲） 

④保証債務の弁済計画 

⑤保証債務の一部履行後に残存する保証債務の取扱い 

８．その他 
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 より具体的には，ガイドラインは，大きく分けて「保証を契約する時（入口対応）」と，

「債務整理をする時（出口対応）」に分かれているが，いわゆる入口対応とは，「経営者保

証に依存しない融資の一層の促進」であり，これを図示すれば以下のようになる。 
 
 
 
 

図表 4-3 経営者保証に依存しない中小企業金融の仕組み 

 
(坂本 2014) 
 
この中において，中小企業の会計との関わりは，①法人と経営者の資産・経理が明確に

区分，②法人と経営者の間の資金のやりとりの適正性，③法人のみの資産・収益力で返

済が可能，④財務状況の適時適切な開示，といった点に関し，外部専門家（公認会計士，

税理士等をいう。以下同じ。）による検証の実施と，検証結果の報告が求められている

点に集約されよう。上記①～③に関する，ガイドラインにおける記述は以下の，イ）～

ニ）に示されている。 
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４．経営者保証に依存しない融資の一層の促進 

経営者保証に依存しない融資の一層の促進のため，主たる債務者，保証人及び

対象債権者は，それぞれ，次の対応に努めるものとする。 

(１) 主たる債務者及び保証人における対応 
主たる債務者が経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望す

る場合には，まずは，以下のような経営状況であることが求められる。 

① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離 
主たる債務者は，法人の業務，経理，資産所有等に関し，法人と経営者の

関係を明確に区分・分離し，法人と経営者の間の資金のやりとり（役員報酬・

賞与，配当，オーナーへの貸付等をいう。以下同じ。）を，社会通念上適切

な範囲を超えないものとする体制を整備するなど，適切な運用を図ることを

通じて，法人個人の一体性の解消に努める。 

また，こうした整備・運用の状況について，外部専門家（公認会計士，税

理士等をいう。以下同じ。）による検証を実施し，その結果を，対象債権者

に適切に開示することが望ましい。 

② 財務基盤の強化 
経営者保証は主たる債務者の信用力を補完する手段のひとつとして機能

している一面があるが，経営者保証を提供しない場合においても事業に必要

な資金を円滑に調達するために，主たる債務者は，財務状況及び経営成績の

改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化する。 

③ 財務状況の正確な把握，適時適切な情報開示等による経営の透明性確保 
主たる債務者は，資産負債の状況（経営者のものを含む。），事業計画や

業績見通し及びその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請

に対して，正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより，

経営の透明性を確保する。 

なお，開示情報の信頼性の向上の観点から，外部専門家による情報の検証

を行い，その検証結果と合わせた開示が望ましい。  

また，開示・説明した後に，事業計画・業績見通し等に変動が生じた場合に

は，自発的に報告するなど適時適切な情報開示に努める。 

 

(２) 対象債権者における対応 
対象債権者は，停止条件又は解除条件付保証契約，ＡＢＬ，金利の一定の上乗

せ等の経営者保証の機能を代替する融資手法のメニューの充実を図ることとす

る。 

また，法人個人の一体性の解消等が図られている，あるいは，解消等を図ろうと

している主たる債務者が資金調達を要請した場合において，主たる債務者におい
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て以下のような要件が将来に亘って充足すると見込まれるときは，主たる債務者

の経営状況，資金使途，回収可能性等を総合的に判断する中で，経営者保証を求

めない可能性，上記のような代替的な融資手法を活用する可能性について，主た

る債務者の意向も踏まえた上で，検討する。 

イ） 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。  

ロ） 法人と経営者の間の資金のやりとりが，社会通念上適切な範囲を超

えない。  

ハ） 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。  

ニ） 法人から適時適切に財務情報等が提供されている。  

ホ） 経営者等から十分な物的担保の提供がある。 

 

（下線は筆者） 

 
 ガイドラインにおいては，①法人と経営者の資産・経理が明確に区分について「外部専

門家，（公認会計士，税理士等をいう。以下同じ。）による検証を実施することで，②債務

者（中小企業）が財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を

強化し，そのうえで，③財務状況の正確な把握，適時適切な情報開示等による経営の透明

性を確保（外部専門家による情報の検証と結果の開示，事業計画・業績見通し等に変動が

生じた場合には，自発的に報告することを含む）が要請されており，そのための具体的要

件として，イ）法人と経営者の資産・経理が明確に区分，ロ）法人と経営者の間の資金の

やりとりの適正性，ハ）法人のみの資産・収益力で返済が可能，ニ）財務状況の適時適切

な開示，という具体的な会計との関わりが明示されているのである。 
さらに，ガイドラインの内容をより実務的に解説するため，以下の Q&Aが同研究会より

公表されており，「経営者保証に依存しない融資の一層の促進」の内容が，より詳細に明ら

かにされている。 
 

「経営者保証に関するガイドライン」Q&A（抄） 
 
（４．経営者保証に依存しない融資の一層の促進） 
（１）主たる債務者及び保証人における対応 

Q.4-1 ４（１）①について，経営者保証を提供することなしに資金調達を希望する場合，
主たる債務者は，法人の業務，経理，資産所有等に関し，適切な運用を図ることを通じ

て，法人個人の一体性の解消に努めることが求められていますが，具体的に主たる債務

者や経営者はどのように対応すればよいのでしょうか。・・・・・・・・・・4頁 
Q.4-2 ４（１）①について，法人と経営者の間の資金のやりとりにおける「社会通念上
適切な範囲」とは，どのような範囲をいうのでしょうか。・・・・・・・・・・5頁 
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Q.4-3 ４（１）①の「外部専門家」とは，どのような専門家をいうのでしょうか。また，
「顧問税理士」は含まれるのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・5頁 
Q.4-4 ４（１）①の「外部専門家による検証を実施」について，外部専門家はどのよう
なことを検証すればよいのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5頁 
Q.4-5 ４（１）②について，「財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等
により信用力を強化する」とありますが，具体的にはどのような財務状況が期待されて

いるのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5頁 
Q.4-6 ４（１）③の「資産負債の状況（経営者のものを含む。）」における，経営者の
資産負債の状況の開示・説明は，経営者が保証人になっていない場合でも必要でしょう

か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6頁 
Q.4-7  ４（１）③について，「正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明すること
により，経営の透明性を確保する」とありますが，具体的にどのような対応が求められ

るのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
頁 
 
（経営者保証に関するガイドライン研究会 2015） 
 
 以上が，ガイドラインにおける，いわゆる「入口対応」と呼ばれる，「経営者保証に依存

しない融資の一層の促進」の全容であるが，ガイドラインの適用についての実務的課題と

しては，「本ガイドラインの及び本ガイドライン Q&A」の記載だけでは，具体的事例に則し

た判断基準が明確でない」という問題点が既に指摘されている（ファミリービジネス白書

企画編集委員会 2015,159）。 

実際の適用にあたっては，東京都信用保証協会が作成した「経営者保証ガイドライン対

応保証」資格要件確認シート，及び日本公認会計士協会が公表した「経営者保証に関する

ガイドライン」における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」

において，その手続きが詳細に記されており，これに則した対応がなされるものと思われ

る。 

 

5.1 東京都信用保証協会による「経営者保証ガイドライン対応保証」資格要件

確認シート 

 

 東京都信用保証協会は，ガイドラインを適用する中小企業向けに，経営者保証ガイドラ

イン対応保証を設け，その適用に当たっては，財務要件（①自己資本比率 20％以上，②使

用総資本事業利益率 10％以上，③インタレスト・カバレッジ・レーシオ 2.0倍以上）を満

たすとともに，以下の書式を保証協会宛に提出することを求めている。 
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①  様式１ 「経営者保証ガイドライン対応保証」申込人資格要件申告書 
②  様式２ 「経営者保証ガイドライン対応保証」資格要件確認シート 
③  様式３ 「経営者保証ガイドライン対応保証」資格要件等状況報告書 
 

この書式のうち，ガイドラインの具体的適用要件を示しているのが，②の様式２ 「経営

者保証ガイドライン対応保証」資格要件確認シートである。ここでは，以下の４つの点に

おいて，ガイドラインの充足が求められているが，このうち，外部専門家（弁護士，公認

会計士，税理士等）による検証が必要とされている項目は，（１）～（３）に掲げられた，

それぞれの項目となっている。  

 

  

このうち，（１）と（２）及び，（３）において必要とされている手続については，そ

れぞれの専門家ごとに必要とされる検証手続の内容が異なっている。これを公認会計士と

税理士についてまとめれば，以下のようになる。 

 

図表4-4 「経営者保証ガイドライン対応保証」資格要件確認シートと外部専門家の関わり（１
/２） 

該当項目 公認会計士 税理士 

（１） 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。 

（⑤ないし⑥の項目に関して満たしている必要あり） 

⑤ 取締役会の適切な牽制機能の発揮のため，

取締役または監査役が親族以外の第三者か

ら選任され，当該第三者が取締役会に出席

し，開催している。 

― ― 

⑥ 役員報酬の決定プロセスのルール化，社内

監査体制の確立等に対し外部専門家（弁護

士，公認会計士，税理士等）の検証がなされ

ている。 

外部専門家（弁護

士，公認会計士，

税理士等）の検証

を受けたことを示

す報告書（写） 

○：AUP（日本公認

会 計 士 協 会

外部専門家（弁護

士，公認会計士，税

理士等）の検証を受

けたことを示す報

告書（写） 

△：日本税理士会連

合会による報告書

（１） 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。  

（２） 法人と経営者の間の資金のやりとりが，社会通念上適切な範囲を超えていない。 

（３） 適時適切に財務情報等が提供されている。 

（４） 財務要件 
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[2015]） 様式の定めなし。 

（２） 法人と経営者の間の資金のやりとりが，社会通念上適切な範囲を超えていない。 

    （いずれか一つの項目を満たしている必要あり） 

① 役員報酬・配当・経営者への貸付等が同業・

同規模の他社の平均的な水準を上回ってい

ないことについて外部専門家（弁護士，公

認会計士，税理士等）の検証がなされてい

る。 

外部専門家（弁護

士，公認会計士，

税理士等）の検証

を受けたことを示

す報告書（写） 

○：AUP（日本公認

会計士協会

[2015]） 

外部専門家（弁護

士，公認会計士，税

理士等）の検証を受

けたことを示す報

告書（写） 

△：日本税理士会連

合会による報告書

様式の定めなし。 

② 事業上の必要が認められない申込人から経

営者への貸付は行われていない，経営者が

個人として消費した費用（飲食代等）につ

いて申込人の経理処理としていないことに

ついて外部専門家（弁護士，公認会計士，

税理士等）の検証がなされている。 

（松﨑 2015b） 

 

 すなわち，公認会計士は，AUP に基づく報告書を提供し，税理士はAUP に準拠した報告

書を作成することで，ガイドラインの適用を行うことが想定されている。なお，日本税理

士会連合会では具体的な報告書の作成に係る指針などを作成していないため，本章では日

本公認会計士協会が示した「経営者保証に関するガイドライン」における法人と経営者と

の関係の明確な区分等に関する手続等について」に関して，検討を行うものとした。 

 

5.2 日本公認会計士協会による「「経営者保証に関するガイドライン」におけ

る法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」 

 

平成 26 年９月３日，日本公認会計士協会は，中小企業支援対応プロジェクトチームに

よる報告として，「「経営者保証に関するガイドライン」における法人と経営者との関係

の明確な区分等に関する手続等について」を公表した。本報告は，「(1)の「経営者保証ガ

イドライン対応保証」資格要件確認シートのうち，「(1) 法人と経営者との関係の明確な

区分・分離」において，主たる債務者は，法人の業務，経理，資産所有等に関し，法人と

経営者の関係を明確に区分･分離し，法人と経営者の間の資金のやり取りを社会通念上適切

な範囲を超えないものとする体制を整備するなど，適切な運用を図ることを通じて，法人

個人の一体性の解消に努めること，また，こうした整備・運用の状況について公認会計士

等の外部専門家による検証を実施し，その結果を，対象債権者に適切に開示することが望

ましい」とされていることに関連して，ガイドラインの上記「① 法人と経営者との関係の

明確な区分・分離」及びQ&Aの関連項目（Q4-1からQ4-4）に基づいて公認会計士等の検証に
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関して合意された手続の業務を行う際の手続を例示する」ものであり，「具体的には，公

認会計士等は，本報告に例示される合意された手続契約書を債務者である会社等と締結し，

その契約の中で規定され，また，合意された手続実施結果報告書に記載される手続となる

ことを想定」されているものである（日本公認会計士協会 2015b）。 

 合意された手続業務（以下，AUPという）は，「保証業務における証拠収集手続と類似し

た手続が業務実施者により実施されるものの，結論の基礎となる十分かつ適切な証拠を入

手することを目的とはしておらず，保証業務とはその性質を異にするものであり」，合意

された手続実施結果報告書（以下「実施結果報告書」という。）には，以下のような特質

がある。 

 

・ 合意された手続業務が保証業務と誤解されないよう，実施結果報告書において保証業

務ではない旨が明瞭に記載される。 

・ 手続の目的等を知らない者に，手続実施結果を誤用されないよう，実施結果報告書は，

手続の目的等を十分に理解し，実施された手続に合意した関係者のみに配布及び利用

が制限される。 

（日本公認会計士協会 2015c,1‐2） 

 

 具体的な検証手続（抜粋）と，実施結果報告書の例は，以下の通りである。 
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図表 4-5 「経営者保証に関するガイドライン」における法人と経営者との関係の明確な区
分等に関する手続等について」における検証手続（抜粋）

 

（日本公認会計士協会 2015a,4） 
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図表 4-6 「経営者保証に関するガイドライン」における法人と経営者との関係の明確な区
分等に関する手続等について」における報告書例 

（報告書の例を添付） 

合意された手続実施結果報告書 

平成×年×月×日 

○ ○株式会社 

取締役会 御中 

○ ○監査法人 

代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 

社 員 ○ ○ ○ ○ 印 

 

当監査法人は，〇〇株式会社（以下「会社」という。）からの依頼に基づき，平成×年×

月×日付「合意された手続契約書」において会社との間で合意された以下の手続を実施し

た。 

この合意された手続は，「経営者保証に関するガイドライン」及び「『経営者保証に関す

るガイドライン』Ｑ＆Ａ」に基づき，会社の平成×年×月×日から平成×年×月×日まで

の「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」について，「合意された手続契約書」に規

定された手続の範囲を限度として実施した結果を報告することのみを目的として実施した

ものである。 

１．当監査法人は，経営者が法人の業務，経理，資産所有等に関し，法人と経営者の関係

を明確に区分することの必要性を認識している旨の確認書を取得した。 

２．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記手続を実施した結果は，以下のとおりである。 

(1) 上記１の事項については，確認書により経営者が法人の業務，経理，資産所有等に関

し，法人と経営者の関係を明確に区分することの必要性を認識している旨の回答が得

られた。 

(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

上記手続は，財務諸表に対する監査意見又はレビューの結論の報告を目的とした一

般に公正妥当と認められる監査の基準又はレビューの基準に準拠するものではない。

したがって，当監査法人は，会社の「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」に

ついて，いかなる評価や結論の報告も，また保証も提供することもしない。もし当監

査法人が合意された手続以外の更なる手続を実施した場合，追加的に報告すべき事項

が発見される可能性がある。 

なお，この報告書は会社の平成×年×月×日から平成×年×月×日までの「法人と

経営者との関係の明確な区分・分離」について「合意された手続契約書」に規定され
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た手続の範囲を限度として実施した結果を報告するためにのみ作成されたものであ

り，経営者保証の要否等に関する融資条件についての意見を述べるものではなく，経

営者保証を融資条件に付すか否かに関しては，債権者が与信手続において判断すべき

ものである。 

本報告書は，その他のいかなる目的にも使用してはならず，当監査法人が同意した

場合を除き会社以外への配付もしてはならない。 

会社と当監査法人又は代表社員及び社員との間には，公認会計士法の規定に準じて

記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（日本公認会計士協会 2015a,30-31） 

 

 以上の検証手続の実施と，合意された手続実施結果報告書の発行により，ガイドライン

適用にあたる，以下の２要件の検証手続が終了したことになる。 
 

 

 なお，AUPによる外部専門家の検証手続については，日本公認会計士協会が示したもの
であり，図表 4-4で先に示したとおり，日本税理士連合会等，他の外部専門家団体からは，
同様の手続きが明示されていない。しかし，AUPは公認会計士の独占業務ではないため，
実際の適用に際しては，税理士等の外部専門家も，AUPに準じて検証手続及び実施報告書
を発行することになると思われるが，この点については実務の習熟を待つほかないと思わ

れる。 
一方で，「適時適切に財務情報が提供されている」という点に関する検証は，中小会計要

領・中小指針に関するチェックリスト，会計参与，公認会計士による監査報告書，税理士

法３３条の２に規定する添付書面のいずれかに該当すれば良い,という内容になっており，
税理士・公認会計士により既に実施されている業務の枠内において，信頼性を付与するも

のとされている。 

  

（１） 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。  

（２） 法人と経営者の間の資金のやりとりが，社会通念上適切な範囲を超えていない。 
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図表4-7 「経営者保証ガイドライン対応保証」資格要件確認シートと外部専門家の関わり
（２/２） 

該当項目 公認会計士 税理士 

（３） 適時適切に財務情報等が提供されている。 

（いずれか一つの項目を満たしている必要あり） 

① 財務諸表の作成に携わった公認会計士又は

税理士から「中小企業の会計に関する指針」

のすべての項目について適用状況の確認を

受けている。 

×：日本公認会計

士協会作成のチェ

ックリストなし 

○：日本税理士会連

合会制定の「中小企

業の会計に関する

指針」の適用に関す

るチェックリスト 

② 財務諸表の作成に携わった公認会計士又は

税理士から「中小企業の会計に関する基本

要領」のすべての項目について適用状況の

確認を受けている。 

○：全国信用保証

協会連合会制定の

「中小企業の会計

に関する基本要

領」の適用に関す

るチェックリスト

及び会計割引制度

の利用に関する確

認・同意書 2 

○：全国信用保証協

会連合会または日

本税理士会連合会

制定の「中小企業の

会計に関する基本

要領」の適用に関す

るチェックリスト

及び会計割引制度

の利用に関する確

認・同意書 2 

③ 会計参与設置会社 会計参与を設置している登記を行った

事項を示す書類 

○：会計参与の行動指針（日本公認会計

士協会 日本税理士会連合会 [2006]） 

④ 金融商品取引法の適用を受ける会社並びに

その子会社及び関連会社等 

○：公認会計士ま

たは監査法人の監

査を受けたことを

示す監査報告書

（写） 

×：公認会計士の独

占業務 

⑤ 税理士法第３３条の２に規定する計算事項

等を記載した書面を税理士が作成してい

る。 

×：税理士の独占

業務 

○：税理士法第３３

条の２に規定する

計算事項等を記載

した書面（写） 

 （松﨑 2015b） 

 

 なお，日本公認会計士協会では，当該項目の検証に関し「中小企業では，中小企業のた
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めの一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行として認められている「中小企業の会計

に関する基本要領」，「中小企業の会計に関する指針」に基づいて計算書類を作成すること

がありますが，この場合，「③ 財務状況の正確な把握，適時適切な情報開示等による経営

の透明性確保」のうち計算書類の信頼性に関する検証として，特別目的の財務報告の枠組

みに準拠して作成された財務諸表に対する監査を行うこと等が考えられます。」（日本公認

会計士協会 2015b,2）とし，監査による保証を想定しているものの，中小企業においては，

税理が顧問税理士と多く関与しており，新たに独立した監査人として公認会計士による監

査証明を得ることは，コスト・ベネフィット等の問題から困難であり，その担い手の多く

は，税理士であり，手段としては税理士による広範な保証（中小会計要領・中小指針に関

するチェックリスト，会計参与，税理士法３３条の２に規定する添付書面）になるものと

思われる３点に留意が必要である。 

 

６ 入口対応におけるガイドラインの活用事例 

 

金融庁は，「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集（金融庁 2015）

を公表し，この中で有用な事例を公表している。いわゆる入口対応として公表されている

事例は，以下のとおりである。 

 

Ⅰ．経営者保証に依存しない融資の一層の促進に関する事例 

1. 事業計画の実現可能性等を考慮して経営者保証を求めなかった事例 地域銀行 

2. 経営管理の強化に取り組んでいる取引先に対して経営者保証を求めなかった事例  

地域銀行 

3. 他の金融機関と協調して経営者保証を求めなかった事例 地域銀行 

4. 牽制機能の発揮に課題が残っているが，経営者保証を求めなかった事例 地域銀行 

5. 保全不足ではあるが，経営者保証を求めなかった事例 地域銀行 

6. 債務超過ではあるが，経営者保証を求めなかった事例 地域銀行 

7. ＡＢＬ等の代替手法も検討したが，結果として経営者保証を求めなかった事例  

地域銀行 

8. 今後の事業承継を考慮して経営者保証を求めなかった事例 地域銀行 

9. 海外進出企業に対して経営者保証を求めなかった事例 信用金庫 

10. ガイドラインの適用可能性について集中的に検討し対応した事例 信用組合 

11. 適時適切な情報開示が実現したため経営者保証を求めなかった事例 地域銀行 

12. 在庫の特性を踏まえＡＢＬを活用して経営者保証を求めなかった事例 地域銀行 

13. 再生手続中の法人に対し経営者保証を求めなかった事例 地域銀行 

14. 適切に在庫管理を行っている取引先に対し経営者保証を求めなかった事例 

 地域銀行 
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15. 売掛債権を担保として増加運転資金に対応することで経営者保証を求めなかった

事例 地域銀行 

16. 経営者保証の機能の代替として解除条件付保証契約を活用した事例 主要行 

17. 経営者保証の機能の代替として停止条件付保証契約を活用した事例 

（1） 地域銀行 

18. 経営者保証の機能の代替として停止条件付保証契約を活用した事例 

（2） 地域銀行 

19. 他行にノウハウの提供を行い，協調して停止条件付保証契約を活用した事例 

 その他の金融機関 

（金融庁 2015） 

 

図表 4-8 ガイドライン事例集に記載されている会計との関わりと専門家の検証手続 
事例 会計との関わりと専門家の検証手続 

1 ②計算書類の作成に当たっては公認会計士による監査を受け，取締役会の

適切な牽制機能発揮のため，親族以外の第三者から選任された取締役が取

締役会に出席するなど，法人と経営者の関係の明確な区分・分離がなされ

ていること 

③毎月月初に自発的に前月の営業実績，資金繰り表，銀行取引状況表等を

持参して経営状況の報告を行うとともに，公認会計士による適切な決算資

料の作成を行うなど，情報開示に積極的であり，従来から良好なリレーシ

ョンシップが構築されていること 

2 ①決算書類について「中小企業の会計に関する基本要領」に則った計算書

類を作成し，地元の大手会計事務所が検証等を行っているなど，法人と経

営者の関係の明確な区分・分離がなされていること 

③四半期毎に試算表等の提出を行うなど，当社の業況等が継続的に確認可

能なこと 

4 ①当社は，以前から「中小企業の会計に関する基本要領」に拠った計算書

類を作成しており，法人と経営者の間に資金の貸借はなく，役員報酬も適

正な金額となっているなど，法人と経営者の資産・経理が明確に区分・分

離されていること 

③情報開示の必要性にも十分な理解を示し，適時適切に試算表や資金繰り

表により財務情報等を提供しており，長年の取引の中で良好なリレーショ

ンシップが構築されていること 

5 ①本社等の資産の一部は経営者名義であるが，当社より適正な賃料が支払

われているなど，法人と経営者の資産は明確に区分されていること 

③年度決算時や中間決算時等に定期的な経営状況の報告があるほか，当行
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の求めに応じて，営業の状況が把握できる各種資料の提出を行うなど情報

開示には協力的であり，従来から良好なリレーションシップが構築されて

いること 

6 ③当社からは定期的に試算表及び銀行取引状況表の提出があり，当行から

の資料提出の求めにも速やかに対応するなど，適時適切な財務情報の開示

が行われていること 

7 ③今回の融資において適時適切な情報開示がなされ，今後も良好なリレー

ションシップの下での情報開示が期待されること 

9 ①事業用の資産は法人の所有としており，法人と経営者の間の貸借や不明

瞭な資金のやりとりもないなど，法人と経営者の関係が区分・分離されて

いること 

③決算時等に定期的な経営状況の報告があるほか，当金庫の求めに応じ

て，営業状況が把握できる資料の提出を行うなど情報開示にも協力的であ

り，従来から良好なリレーションシップが構築されていること 

16 ②試算表等の定期的な提出があり，情報開示の姿勢が良好であること 

18 ※ 保証契約における特約条項の主な内容 

財務状況等の報告：毎月の試算表ならびに毎月の金融機関別残高一覧表の

提出 

（金融庁 2015をもとに，筆者作成） 

 
上記（図表 4-8）によれば，公認会計士の監査（事例 1）や，中小会計要領のチェック
リストの提出（事例 2，３）といった，決算書に外部専門家による信頼性が付与されて
いる場合に加え，全ての事例において，いわゆる月次試算表の提出による適時・適切

な開示が評価されている。金融機関にとっては，決算書の信頼性もさることながら，

タイムリーで正確な月次試算表を提示し，中小企業経営者が金融機関に対して誠実な

い対応を行い，良好なリレーションシップを構築することが，経営者保証に依存しな

い融資を実行するに際し，金融機関にとっては必須の条件のひとつであることが，本

事例集からは読み取れるのである。月次試算表は正式な決算書ではないが，下記（図

表 4-9）に示した，期中管理による中小企業会計ルールの活用が，金融庁が指向する事
業性評価とも相まって，金融機関との良好なリレーション構築のために，今後益々必

須の条件となっていくであろう。 
 
 
 
  



 - 75 - 
 

図表 4-9 期中管理による中小企業会計ルールの活用 

 
(“ちいさな企業”未来会議 2012,28) 

 

７ むすび（課題と提言） 

 
中小企業の会計と金融は密接に関係しているものの，「他方，中小企業は経営基盤や財務

基盤が概して強固ではないため，その活力を引き出すには，中小企業自らが経営の透明性

を高め，適時適切に情報開示を行い，金融機関に経営状況を相談しながらアドバイスを受

けることで，自らの経営課題に気づき解決していくといった取組みを通し，経営の高度化

を図っていくことが重要である。」（中小企業における個人保証等の在り方研究会 2013,6）
との指摘がなされているように，最終的には経営者自身が会計を活用し，自社の財務基盤

を強くし，会計で会社を強くする。という発想がなければ，会社資金が必要な際に，経営

者の個人保証に頼らずとも資金調達ができる，という趣旨の達成は不可能であろう。なぜ

なら，中小企業の経営というのは，「本質的にはキャッシュ・フロー経営」であり，「経営

者としては金融機関の借入に依存」し，「資金繰りがつかなければ取引が困難になり，事業

の信用を失って，立ちいかなくなる」ため，「中小企業・小規模事業者にとって，金融機関

との良好な関係は，企業の存在にも関わる極めて大事」（北川 2015,48）だからである。 
ガイドラインは，経営者の個人保証を必要としない融資慣行の確立が目的であるが，金

融庁が公表した，民間金融機関における平成 27 年度累計実績（金融庁 2016）によれば，
新規融資のうち，ガイドラインの「入口対応」により，①新規に無担保で融資した件数（ABL
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を活用し，無保証で融資したものは除く），②経営者保証の代替的な融資手法を活用した件

数が新規融資件数に占める件数の割合は，民間金融機関において，12％と必ずしも高くな
く，民間金融機関において新規融資の 1 割程度までしか普及していないという点は，今後
の大きな課題といえよう。 
この新規融資における経営者の個人保証を必要としない融資については，2015年 3月 31

日付で国会に提出された，「民法の一部を改正する法律案」が成立することで，法的側面か

ら促進されるのではないかと期待する声もあるが，「民法改正論議では，当初「保証人の原

則禁止」という方向もあったようだが，改正案では個人保証は一部制限という内容になっ

た。一部制限とは，①公正証書に保証人となる意思を残せば，例外として第三者保証を認

める，②法人の取締役，過半数の議決権を持つ株主は保証制限の対象外，③経営者の配偶

者（事業に従事），となっている（2015年 3月 31日国会提出「民法の一部を改正する法律
案」第 465条等）。個人保証については，その負担の減少が進んできたが，第三者でも，公
証人役場で保証意思確認の証明書をとれば，保証人になれること，保証制限の対象外の人

物が特定された（経営者，経営者の配偶者（事業に従事），取締役，過半数の株主）から，

従来から金融機関が採用してきた保証人徴求の方法と個人保証重視方針が，あまり変化し

ない可能性もある。第三者保証の場合，公証人役場で証明をとる事務負担が増えるという

課題もある。先の「経営者保証に関するガイドライン」は，経営者保証の負担軽減を謳っ

ているが，民法改正は，むしろ個人保証に拠り処を与えているような印象もある。第三者

保証については保証徴求の要件を定めているほか，経営者本人保証については特段の規定

がなく，禁止とはなっていないのである。今後，実務上の混乱が懸念される。」（村本

2015,35₋36,下線は筆者）との指摘が既になされているところである。民法改正の動向を踏
まえてもなお，経営者の個人保証を必要としない融資慣行の確立は，当事者の属性に着目

して説明の有無などにかかわらず当事者の合意の効力を否定するという強力な規制ではな

く，保証人が自律的な判断をするために必要な基盤を整備するものである以上，相当数の

中小企業において個人保証を必要としない融資が当たり前に実行するようになって，初め

てその趣旨を達成できるものであるといえよう。ガイドラインの普及・確立には，中小企

業に数多く関与している税理士がその主体的役割を果たすことが期待されるが，ガイドラ

イン適用に関し，日本公認会計士協会と比して，日本税理士会連合会が十分な実務的バッ

クアップを行っているとは言い難いことから，今後の対応が期待されるところであり，ま

た，金融機関は，正しい中小企業の財務諸表の入手を大前提とした上で，これに加え，月

次試算表等，決算書以外の資料の適時・正確な開示を重視している。これをふまえ，中小

企業経営者と金融機関，そしてガイドラインの適用を支援する外部専門家（税理士・公認

会計士等）の更なる連携こそが，ガイドライン普及のためには，今後極めて重要であると

いえよう。 
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（注） 

1 わが国の中小企業会計と金融の関わりについては，初代中小企業庁長官蜷川虎三も重
要な課題として認識しており，「中小企業簿記要領」（昭和24年），「中小企業経営簿記要

領」（昭和28年）といった中小企業向けの経理方式が示されており，また，わが国の近

代税制の礎となった，シャウプ勧告（昭和24年）において導入された青色申告制度にも，

大きな影響を与えている（松﨑2015a）。 

2 これに対する担保措置として,保証料割引制度の適用に当たっては「「中小企業の会計
に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書」（東京都信用

保証協会2015）の提出が要請され,チェックリストに事実と異なる記載があると信用保

証協会が判断する場合は,保証料割引を行わないこととし,事実と異なる記載があると信

用保証協会が判断するチェックリストが,複数回にわたり同一の税理士・税理士法人,公

認会計士・監査法人（以下，「税理士等」という。）から提出された場合において,当該税

理士等から提出されるチェックリストの添付をもって,計算書類の信頼性向上に寄与す

ることが認められないと信用保証協会が判断するときは,当該税理士等が確認したチェ

ックリストについては,本割引制度の利用を1年間認めないこととする措置が取られて

いる。 

3 松﨑2015cを参照。 
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第５章 「事業性評価」 

―担保・保証人に過度に依存しない中小企業金融とは－ 

 

松﨑 堅太朗 
（税理士・公認会計士／明治大学） 

１ はじめに 

 

事業性評価は，金融機関の目利き能力を発揮すべく，金融庁の「平成26 事務年度 金融

モニタリング基本方針（監督・検査基本方針）」（以下，平成26年度基本方針という）に

おいて，初めて事業性評価という表現が用いられたものである。 

金融庁の事業者向けパンフレット「事業者の皆様へ 円滑な資金供給の促進に向けて」

（金融庁 2014c,3）によれば，「事業性評価とは，金融機関が，現時点での財務データや，

担保・保証にとらわれず，企業訪問や経営相談等を通じて情報を収集し，事業の内容や成

長可能性などを適切に評価することを言います。金融機関が目利き能力を発揮して，融資

や助言を行い，企業や産業の成長を支援することは，金融機関の果たすべき基本的な役割

です。金融庁では，金融機関がこうした役割をしっかりと果たすよう，事業性評価に基づ

く融資等を促しています。」との記載がなされている。事業性評価という言葉そのものが

新たに登場し，金融機関が従来から取り組んできた融資，すなわち，現時点での財務デー

タや，担保・保証に依存した融資との決別を金融庁が求めているということは明らかであ

り，中小企業金融における一大政策転換が行われようとしていることが分かる。同パンフ

レットには，事業性評価融資を受けた企業の事例として，「弊社はアパレルのオンライン

＆オフラインショップを運営している会社です。みずほ銀行には、創業間もない当社に対

して、財務諸表のみならず、ビジネスモデルの特長や経営陣の事業に対する取組姿勢など

定性面も評価いただき、融資を受けることが出来ました。」との記載があり，創業間もな

い会社に対し，定量面ではなく，定性面を高く評価し，融資実行したという点を評価して

いることが読み取れる。しかし，事業性評価自体の具体的取り組みとは何かという点に関

しては，各金融機関が今後，自主的な取り組みを行うなかで，具体的な事例が明らかにな

るところであって，例えば，「知的財産という切り口から取引先企業の事業性を評価する

ことの有用性が示唆され、評価結果を融資判断や経営支援のツールとして活用することが

多くの金融機関において検討され始めているところであり、今後の動向に注目していきた

い。」（肥塚2015,4） といった，中小企業が有する知的財産という無形資産に着目するこ

とを，事業性評価とするアプローチもあれば，「要諦は，企業の事業内容を徹底的に把握

すること，具体的には，事業部門別，製品別の売上・原価・粗利情報で現実を直視し，成

長可能性のあるアクションプランを掘り出し，盛り込まれた数期間の将来性を描く事業計
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画によって，きちっと融資判断することにある。」（小笠原 2015，75）とし，中小企業が

作成する事業計画に基づく融資を事業性評価とするアプローチもあるなど，様々なアプロ

ーチが見られるところである。そこで，本章では新たな概念である事業性評価の内容を，

金融庁が指向する事業性評価の内容と，具体的な金融機関の取り組みの実例をもとに，明

らかにしていきたい。 

 

２ 事業性評価融資の促進へ向けた政策 
 
事業性評価という言葉が政策として初めて現れたのは，「日本再興戦略」改訂2014（平

成26年6月24日閣議決定）において，第二 ３つのアクションプラン 一．日本産業再

興プラン６．地域活性化・地域構造改革の実現／中堅企業・中小企業・小規模事業者の革

新，（３）新たに講ずべき具体的施策として，④地域金融機関等による事業性を評価する

融資の促進等が掲げられており，わが国の重要な政策のひとつと位置付けられたところか

らである。 

 

図表 5-1 「日本再興戦略」改訂2014（平成26年6月24日閣議決定） 

 

   （金融庁 2014b,1） 

   

この「日本再興戦略」改訂2014を受けて，金融庁が発表したのが平成26事務年度金融

モニタリング方針であり,「金融機関が保証や担保等に必要以上に依存することなく，企業
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の財務面だけでなく,企業の持続可能性を含む事業性を評価した融資」という内容が「事業

性評価」という文言で明示されることとなった。 

  

図表 5-2 平成 26事務年度 金融モニタリング基本方針（平成 26年 9月 11日公表）

 

   （金融庁 2014b,4） 

 

Ⅱ．重点施策 

 

上記の基本的な考え方の下，今事務年度においては，主に以下の重点施策に取り 

組む。 

 

（中略） 

 

２．事業性評価に基づく融資等 

金融取引・企業活動の国際化や，国内では高齢化や人口減少が進展する中において，

日本の企業や産業が活力を保ち，経済を牽引することが重要である。地域経済におい

ては，人手不足も見られる中，企業・産業の生産性向上を図ることが重要である。 

このため，グローバルな競争環境の下で事業を展開する企業や産業が国際競争力を

維持・強化するとともに，地域経済圏をベースとした企業や産業が，必要に応じ穏や

かな集約化を図りつつ効率性や生産性を向上させ，地域における雇用や賃金の改善に
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つながることが期待される。 

こうした中，金融機関は，財務データや担保・保証に必要以上に依存することなく，

借り手企業の事業の内容や成長可能性などを適切に評価し（「事業性評価」），融資

や助言を行い，企業や産業の成長を支援していくことが求められる。また，中小企業

に対しては，引き続き，きめ細かく対応し，円滑な資金供給等に努めることが求めら

れている。 

金融庁としては，この面での金融機関の経営姿勢，企業の事業性評価への取組み，

企業に対し現実にいかなる対応を行っているか等につき，検証を行っていく。 

（金融庁 2014a ,2：下線は筆者） 

 

 さらに，事業性評価の具体的評価内容については，平成26年度基本方針（金融庁2014a）

において，以下のような書きぶりとなっている。 

 

Ⅳ．主要行等に対する監督・検査 

１． 主要行等における課題と今事務年度の考え方 

具体的には，個別の借り手企業の事業の内容のみならず，産業全体の状況や成長

可能性などを適切に評価し（「事業性評価」），上記の特長を活かしたアドバイス

の提供や海外でのファイナンスも含めた成長資金の円滑な供給に向けた取組みを行

うことが重要である。 

 

２．主な重点施策及び監督・検査上の着眼点 

２－１ 金融仲介機能の発揮 

（１）産業の新陳代謝・経済の成長を支える成長資金の供給 

① 取引先企業の適切な評価，解決策の提案及び実行支援 

こうした特長を活かし，（ⅰ）取引先企業や産業全体の課題・ニーズの的確

な把握・分析及びこれを踏まえた事業性評価の実施，（ⅱ）当該評価を踏ま

えた取引先企業ごとの課題に対応した適切な解決策の提案，といった産業の

新陳代謝・経済の成長を支える成長資金の供給に向けた取組みを，取引先企

業において問題が顕在化することを待たずに前広かつ適切に行っているか，

検証する。 

 

Ⅴ．中小・地域金融機関に対する監督・検査 

１． 地域金融機関における課題と今事務年度の考え方 

このため，地域金融機関は，地域の経済・産業の現状及び課題を適切に認識・

分析するとともに，こうした分析結果を活用し，様々なライフステージにある企

業の事業の内容や成長可能性などを適切に評価（「事業性評価」）した上で，そ
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れを踏まえた解決策を検討・提案し，必要な支援等を行っていくことが重要であ

る。 

 

特に，目利き能力の発揮による企業の事業性評価を重視した融資や，コンサルテ

ィング機能の発揮による持続可能な企業（特に地域の経済・産業を牽引する企業）

の経営改善・生産性向上・体質強化の支援等の取組みを一層強化していくとともに，

継続困難な企業に対する円滑な退出への支援にも取り組んでいくことが求められて

いる。 

 

２．主な重点施策及び監督・検査上の着眼点 

２－１ 金融仲介機能の発揮 

（１） 地域経済・産業の成長や新陳代謝を支える積極的な金融仲介機能の発揮 

① 取引先企業の適切な評価，解決策の提案及び実行支援 

上記１．で示したとおり，地域金融機関は，必要に応じ，外部機関や外

部専門家を活用しつつ，様々なライフステージにある企業の事業の内容や

成長可能性などを適切に評価（「事業性評価」）した上で，それを踏まえ

た解決策を検討・提案し，必要な支援等を行っていくことが求められてい

る。また，こうした取組みは，取引先企業において問題が顕在化すること

を待たずに前広かつ適切に行っていくことが重要である。 

 

イ．取引先企業の状況に応じた適切な解決策を提案し，その実行を支援するた

めの取組状況について，以下の点を含め，確認する。 

 

（中略） 

 

（ⅲ）担保・保証に必要以上に依存しない，事業性評価に基づく融資（経営

者保証に関するガイドラインの活用を含む）を促進するため，具体的にどの

ような取組みを行っているか。 

（金融庁 2014a：下線は筆者） 

 

 以上からすれば，「事業性評価」とは，財務データや担保・保証に必要以上に依存

することなく，借り手企業の事業の内容や成長可能性などを適切に評価し，融資や助

言を行い，企業や産業の成長を支援していくことであり，より具体的には，取引先企

業や産業全体の課題・ニーズの的確な把握・分析を踏まえ，個別の借り手企業の事業

の内容のみならず，産業全体の状況や成長可能性などを適切に評価し，様々なライフ
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ステージにある企業の事業の内容や成長可能性などを適切に評価し，金融機関の目利

き能力を発揮すること, といえるであろう。 

 なお，金融庁は翌年に，「平成27 事務年度 金融行政方針」を公表し，この中でも

「事業性評価」に関して触れている。なお，平成27年事務年度においては，「財務デ

ータ」という用語が消え，また「担保・保証に必要以上に依存することなく」から，

「担保・保証に依存する融資姿勢を改め，」とされていることから，「財務データ」

の重要性について再認識がなされ，担保・保証については，これに依存する融資姿勢

を改めるべきであるという，一歩進んだ監督姿勢が見てとれる。 

 

Ⅱ 金融行政の目指す姿・重点施策 

2. 金融仲介機能の十分な発揮と健全な金融システムの確保 

（中略） 

【国内で活動する金融機関】 

金融機関のビジネスモデルは様々であり，多様なビジネスモデルを有する金融

機関が存在することは，我が国における金融業の厚みにつながるものである。他

方，地域に密着した多くの地域金融機関については，地域経済や地場の産業・企

業の発展に貢献することが自らの経営の健全性の確保にもつながる。そうした国

内で活動する金融機関については，営業地域における顧客層のニーズを的確に捉

えた商品・サービスの提供を行うとともに，地域の経済・産業を支えていくこと

が求められる。また，担保・保証に依存する融資姿勢を改め，取引先企業の事業

の内容や成長可能性等を適切に評価（事業性評価）し，融資や本業支援等を通じ

て，地域産業・企業の生産性向上や円滑な新陳代謝の促進を図り，地方創生に貢

献していくことが期待される。 

足元で，低金利競争や貸出残高増加の動きも見られるが，産業・企業の生産性向

上に貢献するような競争を行うことが，地域経済の発展と自らの収益基盤の安定

につながるものと考えられる。 

（金融庁 2015a,17：下線は筆者） 

 

 また，同様に平成27事務年度における「事業性評価」に関する書きぶりを示せば，

以下の様になる。平成27年事務年度においては，「事業性評価」の中身が，監督事項

という形を通じて，より具体的に示されているといえる。 

 

 具体的重点施策 

（１） 企業の価値向上，経済の持続的成長と地方創生に貢献する金融業の実現 

 ③ 事業性評価及びそれに基づく解決策の提案・実行支援 

（ア）各金融機関における取引先企業の事業性評価及びそれに基づく融資や本業支
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援等の取組状況について，以下の点を含め，確認する。 

 

a） 主要な営業地域について，地域ごとの経済・産業（主要な産業セクターを含む）

の現状・中長期的な見通しや課題等をどのように把握・分析しているか。また，

こうした分析結果を，取引先企業の成長可能性や持続可能性の評価に具体的に

どのように役立てているか。 

 

b） 取引先企業について，財務内容等の過去の実績や担保・保証に必要以上に依存

することなく，事業の内容，強み・弱み及びその業界の状況等を踏まえた融資

やコンサルティング機能の発揮に当たり，例えば以下のような点も含めて，具

体的にどのような取組みを行っているか。 

i. 取引先企業との深度ある対話を行うための関係構築（例えば，金融機関のビ

ジネス上重要な取引企業や主たる相談相手としての役割が期待されている取引

先企業について，経営状況や課題，ニーズを具体的に把握するための定期的な

訪問や短期継続融資のモニタリング等を通じた関係構築） 

ii. 取引先企業に対し，財務面だけでなく，売上げ増加や事業承継等の様々な

経営課題の解決に資する融資やコンサルティングのタイムリーな提供（外部専

門家の活用や外部機関との連携によるものを含む） 

iii. DDS・債権放棄等の金融支援等，真に実効性のある抜本的な事業再生支援

（他の金融機関が主導する事業再生支援への積極的な協力を含む） 

iv. 「地域企業応援パッケージ」の活用，地域の創業支援事業等に係る産学官

金の連携，政府系金融機関やファンド等との連携等，取引先企業の支援を行う

ための関係者との有効な連携 

c） 融資，既存保証の見直し及び保証債務の整理に当たって，必要に応じて外部機

関や外部専門家とも連携しつつ，経営者保証に関するガイドラインの積極的な

活用に努めているか。 

d） 事業性評価及びそれに基づく融資・本業支援等について，職員の能力向上，専

門人材の育成・確保，実績評価・人事評価における明確な位置付け等，組織全

体として取り組むための態勢整備（経営計画等における明確化を含む）を行っ

ているか。 

（金融庁 2015a,13‐14：下線は筆者） 

  

 これによれば，平成26事務年度において示された「財務データ」とは，具体的には「財

務内容の過去実績」であったことが分かる。すなわち，金融機関は融資に当たり，財務内

容を無視して良いというわけではなく，「財務内容の過去実績に必要以上に依存しない」

というのが，金融庁の示す真意であることが分かる。つまり，中小企業の事業の内容，強
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み・弱み及びその業界の状況等を踏まえて，その将来性を評価する，という点を重視して，

融資を実行していく体制を構築することになる。なお，項目の中には，創業支援に関する

もの，DDS・債権放棄等の金融支援等，真に実効性のある抜本的な事業再生支援や，保証債

務の整理に当たって，必要に応じて外部機関や外部専門家とも連携しつつ，経営者保証に

関するガイドラインの積極的な活用に努めているか，といった廃業支援に関するものも盛

り込まれていることから，必ずしも中小企業の将来性の見極めだけではなく，中小企業の

ライフステージに応じて，金融機関が適切な支援を行うことが，事業性評価及びそれに基

づく解決策の提案・実行支援に求められていることに留意が必要である。 

 

図表 5-3 中小・金融機関向け金融モニタリング基本方針における事業性評価の位置づけ 

 

（金融庁 2014b,8） 

  

 すなわち，図表5-3によれば，事業性評価とは中小企業のライフステージの成長，成

熟，成長鈍化といったステージにおいて実行することが想定されていることが分かる。 

また，金融庁が想定する中小企業のライフステージ別支援は，「中小・地域金融機関向

けの総合的な監督指針 平成27年４月」（金融庁 2015b）において示されている。 
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図表 5-4 （参考）顧客企業のライフステージ等に応じて提案するソリューション（例） 

顧客企業のラ

イフステージ

等の類型  

金融機関が提案するソリューション  

 

外部専門家・外部機関等との

連携  

創業・新事業開

拓を目指す顧客

企業  

 ・技術力・販売力や経営者の資質等を踏

まえて新事業の価値を見極める。 

 ・公的助成制度の紹介やファンドの活用

を含め，事業立上げ時の資金需要に対応。 

 ・公的機関との連携による技

術評価，製品化・商品化支援 

 ・地方公共団体の補助金や制

度融資の紹介 

 ・地域経済活性化支援機構と

の連携 

 ・地域活性化ファンド，企業

育成ファンドの組成・活用 

成長段階におけ

る更なる飛躍が

見込まれる顧客

企業 

 ・ビジネスマッチングや技術開発支援に

より，新たな販路の獲得等を支援。 

 ・海外進出など新たな事業展開に向けて

情報の提供や助言を実施。 

 ・事業拡大のための資金需要に対応。そ

の際，事業価値を見極める融資手法（不

動産担保や個人保証に過度に依存しない

融資）も活用。 

10. ・地方公共団体，中小企業関

係団体，他の金融機関，業界

団体等との連携によるビジネ

スマッチング 

11. ・産学官連携による技術開発

支援 

12. ・JETRO，JBIC等との連携によ

る海外情報の提供・相談，現

地での資金調達手法の紹介等 

経営改善が必要

な顧客企業 

（自助努力によ

り経営改善が見

込まれる顧客企

13. ・ビジネスマッチングや技術開発支援に

より新たな販路の獲得等を支援。 

14. ・貸付けの条件の変更等。 

15. ・新規の信用供与により新たな収益機会

17. ・中小企業診断士，税理士，

経営指導員等からの助言・提

案の活用（第三者の知見の活

用） 

18. 他の金融機関，信用保証協会
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業など）  の獲得や中長期的な経費削減等が見込ま

れ，それが債務者の業況や財務等の改善

につながることで債務償還能力の向上に

資すると判断される場合には，新規の信

用を供与。その際，事業価値を見極める

融資手法（不動産担保や個人保証に過度

に依存しない融資）も活用。 

16. ・上記の方策を含む経営再建計画の策定

を支援（顧客企業の理解を得つつ，顧客

企業の実態を踏まえて経営再建計画を策

定するために必要な資料を金融機関が作

成することを含む）。定量的な経営再建

計画の策定が困難な場合には，簡素・定

性的であっても実効性のある課題解決の

方向性を提案。 

等と連携した返済計画の見直

し 

19. ・地方公共団体，中小企業関

係団体，他の金融機関，業界

団体等との連携によるビジネ

スマッチング 

20. ・産学官連携による技術開発

支援 

事業再生や業種

転換が必要な顧

客企業  

（抜本的な事業

再生や業種転換

により経営の改

善が見込まれる

顧客企業など） 

21. ・貸付けの条件の変更等を行うほか，金

融機関の取引地位や取引状況等に応じ，

DES・DDSやDIPファイナンスの活用，債

権放棄も検討。 

22. ・上記の方策を含む経営再建計画の策定

を支援。 

23. ・地域経済活性化支援機構，

東日本大震災事業者再生支援

機構，中小企業再生支援協議

会等との連携による事業再生

方策の策定 

24. ・事業再生ファンドの組成・

活用 

事業の持続可能

性が見込まれな

い顧客企業  

（事業の存続が

いたずらに長引

25. ・貸付けの条件の変更等の申込みに対し

ては，機械的にこれに応ずるのではなく，

事業継続に向けた経営者の意欲，経営者

の生活再建，当該顧客企業の取引先等へ

の影響，金融機関の取引地位や取引状況，

28. ・慎重かつ十分な検討と顧客

企業の納得性を高めるための

十分な説明を行った上で，税

理士，弁護士，サービサー等

との連携により顧客企業の債
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くことで，却っ

て，経営者の生

活再建や当該顧

客企業の取引先

の事業等に悪影

響が見込まれる

先など）  

財務の健全性確保の観点等を総合的に勘

案し，慎重かつ十分な検討を行う。 

26. ・その上で，債務整理等を前提とした顧

客企業の再起に向けた適切な助言や顧客

企業が自主廃業を選択する場合の取引先

対応等を含めた円滑な処理等への協力を

含め，顧客企業自身や関係者にとって真

に望ましいソリューションを適切に実

施。 

27. ・その際，顧客企業の納得性を高めるた

めの十分な説明に努める。 

務整理を前提とした再起に向

けた方策を検討 

事業承継が必要

な顧客企業  

29. ・後継者の有無や事業継続に関する経営

者の意向等を踏まえつつ，M＆Aのマッチ

ング支援，相続対策支援等を実施。 

30. ・MBOやEBO等を実施する際の株式買取

資金などの事業承継時の資金需要に対

応。 

31. ・M&A支援会社等の活用 

32. ・税理士等を活用した自社株

評価・相続税試算 

33. ・信託業者，行政書士，弁護

士を活用した遺言信託の設定 

（金融庁 2015b） 

 

 金融庁が指向する，「事業性評価」の実行は，この顧客企業のライフステージ等に応じ

て提案するソリューション（例）に類する形で支援ができる金融機関の体制を構築し，実

践することにあると思われる。 

 

３ 事業性評価融資モデルの具体的検討 

 

 平成 26事務年度に金融庁から示された「事業性評価」は，顧客企業（中小企業）のライ
フステージ等に応じて提案することが平成 27事務年度において示された。このライスステ
ージに応じた対応については，金融機関が単独で実施することは人的・時間的制約から困

難であることから，外部専門家の活用や外部機関との連携が重要であり，これには，中小

企業診断士，税理士，経営指導員等からの助言・提案の活用（第三者の知見の活用）が想
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定されている。平成 26年事務年度から始まった施策であることから，その具体的モデルは
まだ数少ないものの，いくつかの「事業性評価モデル」が存在している。 
 
3.1 広島銀行における事業性評価モデル 

 

広島銀行は事業性評価の手法の一つとして評価シートを使った経営者へのヒアリングを

通じ，取引先企業の実態把握を進め，顧客基盤，販売力，技術力など，企業の実力を多面

的に評価・分析を行っている。具体的には，①取引先とのリレーションの継続的な強化と，

②取引先の強み・弱み，商流などの実態把握（定量面と定性面の把握があり，とくに定性

面を重視）を通じて経営課題等の発見につなげており，③効果的な人材育成が一連の取組

みを下支えしている。（金融財政事情 2015）。 
 

図表 5-5 【参考 1】広島銀行の概要

 
（廣江 2015,9） 
 
さらに，営業店の担当者が取引先の事業性を評価する際のツールとして，外部のコンサ

ルティング会社と共同で開発した，個社別の「評価シート」があり，25の評価項目に基づ
いて経営者へのヒアリングを行い，各項目を４段階で評価し，その分析結果が，製品，顧

客，営業など全部で六つの観点から六角形のチャートで示されるものとなっている。評価
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項目ごとに担当者が記入するコメント欄を設けているため，分析結果の点数化にとどまら

ず，企業の実態をより的確に把握することに寄与するとされている。評価シートは業種ご

とにアレンジし 17種類が用意されており，社長などへのヒアリングには２時間程度を要す
るとされている（金融財政事情 2015）。 

 
図表 5-6 広島銀行における事業性評価とコンサルティング機能の発揮  

 
（金融財政事情 2015,15） 
  
 こうした事業性評価の取組みを強化すべく，渉外と法人融資の担当者を対象として平成

26年度から実施しているのが「目利き能力養成研修」であり，「企業実態の現状分析」＋「今
後の方向性策定」の能力養成に向けて，同行が整備している研修体系が，図表 5-7である。
この研修体系に注目すべきは，財務内容等の過去の実績や担保・保証に必要以上に依存す

ることなく（金融庁 2015a）と，金融庁の平成 27 事務年度金融行政方針に記載があるに
もかかわらず，財務分析（定量分析）の項目に，「粉飾発見」として「経常収支比率が 3期
中 1期以上 100％未満」「あらかん評点が 3期中 2期以上 40点以下」「受取手形と支払い手
形に同一銘柄や関連会社の手形」「10年ヒストリーの違和感（売上げ・回転期間・有利子負
債等）」という４項目が記載されていることである，広島銀行においては「定量的な財務分

析についてはすでに一定のノウハウが蓄積されているが，もう一方の定性的な事業性分析
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については業種によって取組み度合いに違いがみられた。」（金融財政事情 2015）とのこと
であり，金融庁が推進する事業性評価に基づく融資の実行にあたり，今までノウハウが蓄

積されていなかった定性的な事業性分析に関し，注力して研修を行っており，定性的な財

務分析手法は，粉飾発見のための手段として，依然として重要な役割を行内で果たしてい

ることが良く分かる。つまり，事業性評価融資の実行に当たっても，中小企業の会計は重

要な役割を果たしており，粉飾決算のない，信頼性のある財務データの入手に相当な時間・

コストをかけていることが分かる。 
 

図表 5-7 広島銀行における「目利き能力養成研修」の概要

 
（金融財政事情 2015,17） 
 
 また，同行の取引先の実態把握に向けた特徴的な取組みとして，中期経営計画の策定支

援を行っている。「法人営業部金融サービス室の担当チームが 13年（平成 25年）から実施
しているもので，担当者が取引先企業の詳細な外部環境・内部環境分析を行い，経営者や

幹部職員との複数回にわたる議論を通じて一緒に中計（中期経営計画）を策定している。

中計（中期経営計画）策定を支援するなかで取引先の定量面・定性面の実態やその業界の

将来性などを詳細に分析・検討していく作業は，まさに事業性評価の取組みに直結するも

のでもある。」（金融財政事情 2015，（ ）内は筆者加筆）としており，融資先企業の中期経
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